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第１章 調査概要

１  背景

保育所における障害児の受入れを推進するため、1974 年に障害児保育事業において保育
所に保育士を加配する事業が開始された。当該事業については、2003 年度より一般財源化
され、2007 年度には地方交付税の算定対象を特別児童扶養手当の対象児童から軽度の障害
児に広げる等の拡充が実施されている 。
2015 年度より施行した子ども・子育て支援制度においては、①保育所、幼稚園、認定こ

ども園において、障害児等の特別な支援が必要な子供を受け入れ、地域関係機関との連携や、
相談対応等を行う場合に、地域の療育支援を補助する者を配置、②地域型保育事業について、
障害児を受け入れた場合に特別な支援が必要な児童２人に対し保育士１人の配置を行ってい
る 1。
また、2023 年 12 月 22 日に閣議決定された「こども未来戦略」においても、「経済的に

困難な家庭のこども、障害児や医療的ケア児、異なる文化的背景を持つこどもなど、多様な
支援ニーズを有するこどもの健やかな育ちを支え、「誰一人取り残さない」社会を実現する
観点から、それぞれの地域において包括的な支援を提供する体制の整備が求められる。」と
明記され、保育所等における障害児の受入れについて一層の受入体制の整備が求められてい
るところである 1。
くわえて、障害を理由とする差別の解消を推進し、もってすべての国民が、障害の有無に

よって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現
に資することを目的として、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく取組
が推進されている。
しかしながら、保育現場での実践において障害児保育の実践的取組は検討課題が多く挙げ

られている。例えば、保育所における障害児の受入れ体制整備については、保育士の加配等
に要する費用が地方交付税により措置されているが、市区町村によりその活用状況に差があ
ることや市区町村の受入れ方針により障害児の保育時間等を一律に制限している場合がある
といった課題がある 。
市区町村あるいは保育現場において適切な障害児保育の概念の理解の状況を含めた障害児

保育への理解、及び推進状況の具体を把握し、集約した情報より障害児保育の好事例、取組
状況や調整プロセス、工夫等を整理・集約することで、保育現場での障害児保育のより一層
の推進に資する資料の作成が望まれているところである。

 
 内閣府「令和 6 年版 障害者白書」
 厚生労働省「障害児通所支援の在り方に関する検討会」報告書参考資料集



3

２  目的

本調査研究では保育所における障害児の受入れについて地方交付税を用いた保育士の加配
状況及び市区町村における障害児の受入れ方針を中心とした、障害児保育の実態把握を行い、
好事例をまとめることで、保育現場での障害児保育のより一層の推進に資するまたは改善策
を検討する基礎資料とする。

３  調査の全体像

本調査研究事業では、以下の手順で調査を実施する。
① 基礎調査
② アンケート調査
③ ヒアリング調査
④ 事例集の作成
⑤ 検討委員会の開催
⑥ 調査研究報告書の作成

初めに基礎調査を実施し、障害児保育にかかわる背景や課題、及び現状について整理する。
その後、市区町村や保育所等を対象に障害児保育に関するアンケート調査及びヒアリング調
査の実施を経て、障害児保育の好事例集と調査研究報告書を作成する。
なお、検討委員会を通じて有識者の意見聴取をしながら進めた。

ア  基礎調査
基礎調査では、公表データ等から下記について整理する。

【障害児保育に係る事項】
・ 障害児保育に関する主な法律
・ 政府施策・ガイドライン
・ 障害児を受入れている保育施設種類・数
・ 支援体制（保育士・資格・訓練、保護者支援等）
・ 財政面の支援（地方交付税の状況、保育料の設定・補助の有無） 等

イ  アンケート調査
アンケート調査では、市区町村（保育所等主管課）には障害児保育における方針や地方交

付税の実態把握を行い、保育所等には障害児保育の受入体制、提供サービス、受入体制に関
する工夫や課題等を把握・整理する。また、調査結果より得られた市区町村及び保育所等で
の事例から、ヒアリング調査の対象の検討にも活用する。
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ウ  ヒアリング調査
ヒアリング調査では、アンケート調査や学識有識者等による検討委員会での意見聴取を踏

まえ、6か所程度の市区町村及び保育所等を抽出・選定する。
市区町村には、障害児保育の受入方針とその背景、現行の受入に係る現状（資金、計画、

設備、人材）、地方交付税の活用等を把握する。また、今後取組を推進する上での課題や課
題への対応策等にしても把握する。

エ  事例集
事例集作成は、障害児保育の実践、取組推進に資するものとなるように、市区町村、保育

所等が参考としやすいものを目指す。具体的な取組事例の紹介、障害児保育に対する方針、
取組推進にかかわるポイント等を整理する。
・ 障害児保育の受入方針・背景
・ 計画・財政面
・ 体制（設備・人材等）
・ 取組の課題及び取組促進に向けた工夫

オ  検討委員会
本調査研究では客観性を確保しつつ、多角的な専門的助言を得るため有識者等による検討

委員会を設置する。会議では、定期的に各種調査の進捗を報告し、専門的な評価・助言を受
けることとする。検討委員会は、全 4 回開催とし、状況に応じて書面開催も併用する。以下
に、開催時期と議題を示す。

検討委員会開催の時期と議題
回 時期 議題

第1回 12 月
✓ 調査研究事業の調査目的・実施内容報告
✓ 基礎調査の報告
✓ アンケート調査の方法・項目の検討

第2回 1月
✓ アンケート調査進捗報告
✓ ヒアリング調査骨子の検討
✓ 事例集（骨子案）の検討

第3回 3月

✓ アンケート調査結果報告
✓ ヒアリング調査進捗報告
✓ 事例集（案）の掲載ポイント・内容の検討
✓ 調査研究まとめ・考察の方向性検討

第4回 3月
✓ 調査ヒアリング調査進捗報告
✓ 事例集（案）の内容検討
✓ 調査研究報告書（案）まとめ・考察の方向性について
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【有識者の考え方】
有識者は、学識経験者もしくは行政機関・関係団体の職員から 4 名程度で構成する。

以下に有識者の選定の考え方を記すが、人選は担当課と協議の上で決定した。
（1）社会保障制度・地方財政制度に知見を有する者
（2）障害児保育に関する知見を有する者
（3）市区町村・保育所等の現場関係者

検討委員名簿（敬称略・順不同）
氏名 所属等
有村 大士 日本社会事業大学 社会福祉学部 福祉援助学科 教授
安藤 道人 立教大学 経済学部 経済学科 経済学研究科 教授
齊藤 勝 公益社団法人 全国私立保育連盟 常務理事
渡嘉敷 絵美 沖縄県 八重瀬町役場 児童家庭課
研究員・事務局
渡辺 典之 有限責任監査法人トーマツ リスクアドバイザリー事業本部

ヘルスケア パートナー
財満 信子 有限責任監査法人トーマツ リスクアドバイザリー事業本部

ヘルスケア シニアマネジャー
薗田 拓也 有限責任監査法人トーマツ リスクアドバイザリー事業本部

ヘルスケア シニアコンサルタント
山田 圭之介 有限責任監査法人トーマツ リスクアドバイザリー事業本部

ヘルスケア シニアコンサルタント
堤 康崇 有限責任監査法人トーマツ リスクアドバイザリー事業本部

ヘルスケア シニアコンサルタント
邱 騰箴 有限責任監査法人トーマツ リスクアドバイザリー事業本部

ヘルスケア シニアコンサルタント
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第２章 基礎調査

１  障害児保育に係る政策等の整理

ア  障害児保育の経緯
日本における障害児保育は、時代の変遷や社会状況、国際的な動向に応じて大きな変化を

遂げてきた。
1990 年代以降は障害児保育の推進に向けた取り組みが本格化し、市区町村による財政支

援を含む障害児保育に関わる財政支援政策の重要性も高まった。1990 年代には、障害児保
育推進事業が創設され、これにより、障害児を保育所等で受入れる環境が徐々に整備されて
いき、さらに、その後、市区町村による財政支援も重要な役割を果たすようになり、1997
年には、地方交付税の算定方法が、2003 年には運用主体が見直され、障害児保育に関する
費用が地方交付税から措置されるようになった。これにより、保育士の加配や施設の整備に
必要な資金が確保され、障害児保育の質の向上が図られた。
2000 年代に入ると、障害児保育に対する支援政策がさらに進展し、2007 年には特別児童

扶養手当の対象児童が拡大された。さらに、2015 年に施行された「子ども・子育て支援新
制度」により、障害児保育の一環として地域子育て支援の強化が図られた。
近年では、財政支援の総額が拡大され、障害児保育の質と量の両面での充実が進められて

いる。これにより、より多くの障害児が適切な保育を受けられる環境が整備され、保育士の
研修や施設の整備に対する支援も強化されている。

障害児保育に関する財政施策
施策名 施行年 概要

障害児保育推進
事業創設＊ ＊

障害児保育促進事業において、障害児どもが通常の保育施設
で適切な保育を受けられるように支援し、障害児が一般の保
育所や幼稚園で教育を受ける際に必要な支援体制を整えるた
め、障害児を新たに受け入れるための施設の改修、保育士等
の研修等に対しての助成が行われた。
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市区町村による
地方交付税運用
開始＊

国の財政再建に伴い、予算が一般財源化され、地方交付税は
市区町村にて運用されることとなった。地方交付税となるこ
とで、市区町村が各地域の実情に応じた支援をそれぞれの判
断で行うこととなり、地域毎に障害児保育に関する対応方針
は異なる状況となっている。

特別児童扶養手
当対象児童拡大
＊

軽度の障害児を養育する家庭への支援拡充による経済的な負
担軽減が図られ、特別児童扶養手当支給対象児童を「特別児
童扶養手当支給対象児童」から発達障害を含む「軽度障害
児」まで拡大した。

保育所等訪問支
援実施＊

改正児童福祉法により専門家の訪問にかかる費用、保育士や
保育スタッフの研修費用が市区町村からの補助対象となり、
障害児保育のスキル向上を支援した。さらに、個別支援計画
の作成や実施に必要な教材や器具の購入費用も支援され、保
育所や幼稚園が障害児を受け入れる際の負担が軽減された。

子ども・子育て
支援新制度導入
＊

子ども・子育て支援新制度において、保育所、幼稚園、認定
こども園への運営費補助が拡充され、幼児教育・保育の質向
上が図られた。地域型保育事業への補助、保育士の給与や研
修費用に対する補助も導入され保育の質向上と保育士の定着
を支援した。加えて、特別な支援を必要とする子どもを受入
れた際に地域の療育支援を補助する者を配置する「療育支援
加算」や地域型保育事業に対する「障害児保育加算」などが
盛り込まれた。

財政支援総額拡
大＊ ＊

障害児通所支援の総額が約 400 億円から約 880 億円に拡大に
伴い、障害児保育の環境が整備され、家族の負担軽減と障害
児の社会参加が促進された。「療育支援加算」や「障害児保
育加算」もこれまで人口規模により算定されていた仕組みか
ら障害児の受入れ人数に応じて補助する仕組みへと改善され
ている。

【出所】
1：厚生労働省「障害児支援施策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/h
attatsu/gaiyo.html
２：こども家庭庁「障害児支援施策」
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/
３：内閣府「令和 6 年版 障害者白書」
https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r06hakusho/zenbun/h2_03_01_02.html
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イ  障害児保育に関する主な法律
1990 年代以降、障害児に対する保育や教育の重要性が再認識され、法制度の整備が進ん

だ。
1993 年に「児童福祉法」が改正され、障害児に対する保育の基本的な枠組みが整えられ

たことにより障害児が地域で適切な保育を受けるための基盤が確立された。その後、1997
年には「障害者基本法」が制定され、障害児保育においても障害者の権利と尊厳を尊重する
ことが明確に示された。
2000 年代に入ると、障害児保育の質の向上と支援体制の強化がさらに進み、2005 年には

「発達障害者支援法」が施行され、発達障害児に対する支援が法的に位置づけられ、発達障
害児が適切な支援を受けられるよう専門的な支援体制が整備された。次いで、2013 年には
「障害者差別解消法」が施行され、障害児保育においても障害を理由とする差別の禁止と合
理的配慮の提供が義務付けられた。そして、2015 年には「子ども・子育て支援新制度」が
導入され、障害児保育においても保育料の補助や支援体制の整備が大幅に進められ、障害児
を受け入れる保育施設の運営への支援を通して障害児保育の質の向上を目指している。

障害児保育に関する法律
法律名 施行年 概要
児童福祉法
*1*2

1947 すべての児童の福祉を保障し、健全な育成を図るための基本的な
法律で、障害児保育においても、障害児施設の設置と運営、特別
支援教育の提供、専門的な福祉サービスの整備など障害を持つ児
童に対する特別な支援やサービスを規定している。また、全国に
児童相談所の設置を義務付け、障害児の問題や相談を受け付け、
適切な対応を行うための体制が整えられた。

障害者基本
法*4

1993 障害者の基本的人権を保障し、社会参加と自立を支援するための
基本的な枠組みを提供している。障害を持つ子どもも含めたすべ
ての障害者の基本的人権を保障し、社会参加を促進するための施
策を推進している。

発達障害者
支援法*4

2005 発達障害を持つ子どもに対する早期発見と早期支援、専門的な支
援の提供、個別の支援計画の策定などを重視する法律である。地
域支援体制の強化や相談窓口の設置を通じて、包括的な支援が可
能とし、発達障害を持つ子どもが適切な保育と支援を受けられる
環境を整えた。
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子ども・子
育て支援法
*1*3

2012 保育施設や支援サービスの整備を促進することを目的としてお
り、障害児保育においても、特別な支援やインクルーシブな保育
環境の整備が促進され、障害児が個別のニーズに応じた支援を受
けられるようになった。また、保育施設の整備、地域支援体制の
強化、保育士の研修や教育を通じて、障害児とその家族が地域全
体でサポートされる体制が整えられた。

障害者差別
解消法*1

2016 障害者に対する差別を禁止し、合理的配慮を提供することを求め
られ、保育施設が障害児に対して合理的配慮を行い、差別や偏見
のないインクルーシブな保育環境を提供することが求められてい
る。

【出所】
1：内閣府「令和 6 年版 障害者白書」
https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r06hakusho/zenbun/h2_03_01_02.html
２：男女共同参画局「児童福祉法」
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/19.html
３：こども家庭庁「改正児童福祉法の施行について」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2067db91-
4b40-455d-b11d-
1bcdecb2e37d/f81007f7/20230516_councils_shingikai_shakai_katei_Mag6djKb_03.pdf
４：内閣府「障害者施策の総合的な推進―基本的な枠組みー」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/wakugumi.html
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ウ  政府施策・ガイドライン
障害児保育に関する政府施策は財政支援にとどまらず、現場支援も含まれており、障害児

が適切な保育を受けられるよう多角的な取り組みが行われてきた。
1993 年に「障害児通所支援事業」が開始され、障害児が地域で適切な支援を受けながら

保育を受けるための基本的な枠組みが整えられた。これにより、障害児に対する保育の基盤
が確立され、2005 年には「児童発達支援」が導入され、発達障害児を含む障害児が早期か
ら適切な支援を受けられるよう、専門的な支援体制が整備された。
2000 年代に入ると、障害児保育の質の向上と支援体制の強化がさらに進み、障害児保育

専門職の育成が推進され、資格取得や研修プログラムが充実された。これにより、専門的知
識を持つスタッフが増え、障害児に対するきめ細やかな支援が可能となった。次いで、
2013 年には「障害児保育に関する補助金制度」が整備され、障害児を受け入れる保育施設
に対する財政的支援が強化された。この制度により、障害児保育施設の運営が安定し、障害
児が質の高い保育を受けられる環境が整備された。そして、2015 年には「インクルーシブ
保育推進施策」が導入され、障害児と健常児が共に学び育つ環境を整えるための取り組みが
進められ、2017 年には「児童発達支援ガイドライン」が保育現場での支援の質が均一化の
ため策定され、障害児保育における指針や基準が明確化された。

障害児保育に関わる施策（財政施策を除く）
施策名 施行年 概要
障害児通所支
援事業*1*2

2006 児童福祉法に基づき、障害を持つ子どもが日常生活を送る上で
必要な支援を提供するための施策である。児童発達支援、放課
後等デイサービス、保育所等訪問支援、療育支援など、多岐に
わたるサービスを通じて、障害児とその家族を包括的にサポー
トすることを目的としている。

児童発達支援
*2

2005 児童福祉法に基づき、主に未就学の障害児を対象に日常生活の
基本的な動作やコミュニケーションスキルの向上を目指す支援
を提供する施策で、専門的な療育や訓練を提供している。

障害児保育専
門職の育成*2*3

2013 子ども・子育て支援法施行に伴い、保育士や支援スタッフに対
する専門的な研修プログラムを提供し、障害児保育に必要な知
識とスキルを習得させることを目的としている。

障害児保育に
関する補助金
制度*2*3

2012 子ども・子育て支援法施行に伴い、障害児を受け入れる保育施
設に対して、運営費や設備改善費、専門スタッフの雇用費用に
関する経済的支援を提供することを目的としている。

インクルーシ
ブ保育推進施
策*2*3

2015 子ども・子育て支援法施行に伴い、障害児と健常児が共に過ご
すインクルーシブな保育環境を推進することを目的としてい
る。
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児童発達支援
ガイドライン
*4

2017 障害児受け入れ保育施設が遵守すべき基準や実施すべき支援内
容を定めたガイドライン（厚生労働省）であり、具体的には関
連機関との連携、職員に向けた研修、保育環境の整備などが含
まれている。

【出所】
１：こども家庭庁「保育」

２：内閣府「令和 年版 障害者白書」

３：こども家庭庁「子ども・子育て支援制度」

４：こども家庭庁「障害児支援施策」
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２  障害児保育の実施状況とは

ア  障害児を受入れている保育所等数
令和５年度の実績は、障害児を受入れる保育所等は 22,887 か所である。
※ 保育所、認定こども園（保育所型）（幼保連携型）に入所する 2・3 号認定の障害児を受入れる施設数

 

【出所】
こども家庭庁「延長保育等実施状況調査（令和 5 年度）」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-
5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/f5ffa8fd/20240329_policies_hoiku_105.pdf

３  障害児保育の受入れ推進に係る取組

ア  現在の保育士配置基準
2024 年に児童福祉法改正を受け、保育士の配置基準が 76 年ぶりに見直された。具体的に

3歳児の配置基準が「子ども 20人につき保育士1人」から「子ども 15人につき保育士 1人」
に、4・5 歳児の配置基準が「子ども 30 人につき保育士 1 人」から「子ども 25 人につき保
育士 1 人」に改正された。また、2025 年には 1 歳児の配置基準が「子ども 6 人につき保育
士 1 人」から「子ども 5 人に対して保育士 1 人」に改正される予定である。

人か所 障害児保育実施施設数及び受入障害児数

障害児受入保育所数 か所 障害児数 人
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一般児童福祉施設における保育士配員基準
年齢 一般児童福祉施設（2024 年）
0 歳児 3人
1歳児・2歳児 6人
3歳児 15 人
4歳児・5歳児 25 人
【出所】
こども家庭庁「こども未来戦略」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb115de8-
988b-40d4-8f67-b82321a39daf/b6cc7c9e/20231222_resources_kodomo-mirai_02.pdf

イ  障害児受入れに係る加算制度

障害児受入加算制度
制度名 施行年 概要
幼稚園等特別
支援教育費補
助金

2010 市区町村が幼稚園に対して交付する補助金である。各市区
町村の交付に関する内容や補助金額に違いがある。ある市
区町村では障害の度合に応じて 1 人当たり月額 7 万 3,570
円が幼稚園に支給される場合があるが、別の市区町村では
補助単価として39万2,000円を設定している場合もある。

療育支援加算 2015 障害児を受け入れている施設で地域住民等の子どもの療育
支援に取り組む場合に、療育支援補助者を配置するために
交付される補助金である。

障害児保育加
算制度

2016 特定地域型保育事業所において障害児 2 人につき、保育士
1 人を配置するために国や市区町村が必要な経費を補助す
る制度である。障害児（1、2 歳児）1 人当たり月額約 14
万 9,000 円が補助される。

【出所】
こども家庭庁「障害児支援施策」
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/
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ウ  財政面の支援（地方交付税の状況、補助内容）
障害児保育にかかる地方交付税は、市区町村が障害児保育を円滑に実施するための財政支

援である。地方交付税は市区町村が地域の実情に応じて自由に使える財源であるため、市区
町村が自らの判断で地域ごとに異なる障害児保育のニーズや、状況に応じた適切な施策を講
じることができる。また、国が市区町村の財政力を補完するために配分するため、財政力が
異なる市区町村間での不公平を是正し、全国的に一定の水準の障害児保育を実現することが
できる。その使用目的は広範囲にわたり、市区町村は障害児保育に限らず、地域の他の必要
な施策に伴って柔軟に使える財源となっている。
障害児保育にかかる地方交付税は、障害児を受け入れる保育施設の運営や支援体制の整備

を支援することが目的であり、2015 年の「子ども・子育て支援新制度」導入や 2018 年の
「教育 ICT推進法」の成立により、保育料の補助や ICT の活用などの取り組みが推進されて
いる。また、交付額は国が施設の認可状況、障害児の受け入れ実績、専門スタッフの配置、
設備基準の充足、支援体制の整備などの総合的評価に基づき、市区町村の計画書や申請書を
審査して決定している。以下に障害児保育に係る保育所等への補助内容等を整理した。

■補助金の交付規程
補助金の交付規程は、条例、規則、要綱・要領、告示等で定められており、市区町村によ

って異なっている。

補助金交付規定の種類
分類 市区町村例
条例 京都市「京都市補助金等の交付等に関する条例」※補助金交付全般にかかる条

例
https://en3-jg.d1-
law.com/kyoto/d1w_reiki/H421901010032/H421901010032_j.html
【目的・趣旨】
第１条 この条例は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金
等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る
予算の執行及び補助金等の交付の決定の適正化を図るとともに、これらにおけ
る公正性及び透明性を確保することを目的とする。

規則 岐阜県大野町「大野町特定教育・保育施設補助金交付規則」
https://www.town-ono.jp/reiki_int/reiki_honbun/i333RG00000692.html
【目的・趣旨】
第 1 条 この規則は、町内の特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成
24 年法律第 65 号)第 27 条第 1 項の規定により町が確認した施設(幼稚園を除
く。以下同じ。)の運営を総合的に支援することにより、教育・保育環境の向上
及び保育士等の処遇改善並びに特定教育・保育施設の円滑な運営及び振興を図
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るため、特定教育・保育施設に対して予算の範囲内で特定教育・保育施設補助
金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大野町補助金交付規則(昭
和 50 年大野町規則第 7 号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす
る。

要綱・
要領

新潟県「新潟県特別保育事業補助金交付要綱」
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/427661.pdf
【目的・趣旨】
第１
知事は、児童福祉の向上を図るため、市町村（指定都市を除く。以下同じ。）
が行う新潟県特別保育事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付
するものとし、その交付に関しては、新潟県補助金等交付規則（昭和 32 年新
潟県規則第７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定
めるところによる。

告示等 牛久市「牛久市民間保育園障害児保育事業補助金の交付に関する告示」
https://www.city.ushiku.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/z500RG00000970.html
【目的・趣旨】
第 1 条 この告示は、障害児保育を推進するため、障害児を受け入れている都
道府県及び市町村以外の者が設置する保育園、幼稚園、認定こども園及び地域
型保育事業を行う施設・事業所(以下「民間保育園等」という。)に対し、予算
の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、
牛久市補助金等交付規則(平成 3 年規則第 7 号)に定めるもののほか、この告示に
よるものとする。

【出所】
・京都市「京都市補助金等の交付等に関する条例」
https://en3-jg.d1-law.com/kyoto/d1w_reiki/H421901010032/H421901010032_j.html
・大野町「大野町特定教育・保育施設補助金交付規則」
https://www.town-ono.jp/reiki_int/reiki_honbun/i333RG00000692.html
・新潟県「新潟県特別保育事業補助金交付要綱」
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/427661.pdf
・牛久市「牛久市民間保育園等障害児保育事業補助金の交付に関する告示」
https://www.city.ushiku.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/z500RG00000970.html
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◼ 補助対象
補助の対象は、市区町村によりさまざまであるが、主に以下の事業・対象事業者である。
事業 対象事業者
障害児保育事業 障害児の受入れを行う保育所等
認定こども園特別支援教育・
保育経費補助事業

障害児が 人以上在籍する認定こども園

療育支援体制強化事業 療育支援補助者（主任保育士を補助する保育士等）を配置
する保育所等

一時預かり事業に係る特別な
支援を要するこどもに対する
加算

障害児の一時預かりを実施する保育所等

◼ 補助額算定基準
補助金の額は、子ども・子育て支援交付金交付要綱で定められている場合と、市区町村に

よって定められている場合がある。

◼ 補助金の算定根拠及び算定方法の種類
補助金の算定根拠は、児童１人あたり、支援区分あたり、１施設あたり、職員１人あたり、

実支出額あたり、に大きく分けられる。

◼ 市区町村別規定例
規模別に、政令指定都市、中核市（中核市と同等の規模）、市、町村ごとの交付金に関す

る規定の例を記載している。
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規模別市区町村別規定例
市区町村名 対象経費 補助額 根拠法規等
福岡市
(人口 165 万
人 8,800 人)

 要支援児の保育に
要する保育士、保
健師、看護師又は
准看護師の雇用に
係る人件費

 要医療的ケアの児
童の保育に当たっ
て医療的ケアを実
施する看護師及び
准看護師の雇用に
係る人件費

支援区分に応じて児童一人当たり
につき支給
• 支援区分1は 66,000円、支援

区分 2 は 110,000 円、支援区
分 3 は 145,000 円、支援区分
4 又は 5 は 221,000 円（ただ
し、地域型保育事業所で保育
する場合は 57,000 円）

• 保育所等１事業所当たりの補
助 金 の 月 額 の 上 限 は 、
400,000 円。

要綱

宇治市
（人口 17 万
9,600 人）

• 保育士等が認定特
定行為業務従事者
となるための研修
受講経費（医療的
ケア児が入所して
いる保育所等又は
入所する見込みが
ある保育所等）

• 障害児保育事業に
必要な経費（対
象：重度・中度・
軽度障害児）

• 障害児保育事業に
必要な経費(看護師
等の配置に要する
経費に限るもの、
認定特定行為業務
従事者の保育士等
の配置に要する経
費に限るもの。対
象：医療的ケア児
が入所する保育所
等)

• 児童一人若しくは事業所一か
所当たり交付

• 基準額と対象経費の実支出額
とを比較して少ない方の額。

※基準額：一人につき月額 21,770
円~115,350円、一か所につき月額
300,000~440,800 円
前項の規定にかかわらず、市長が
特に必要があると認めるときは、
補助金の額を別に定めることがで
きる。

要綱
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• 障害児保育事業に
必要な経費(看護師
の配置に要する経
費に限るもの、対
象：医療的介助の
対象となる障害児
が入所している保
育所等)

牛久市
（人口 8 万
3,800 人）

加配職員の当該加配に
係る人件費。

・ 72,000 円（月額）×加配職員
1 名（各月の初日に入所する
対象児童１名に対し加配職員
１名） 

告示

大野町
（人口 2 万
2,000 人）

障がい児保育事業者。
使用用途は限定なし。

 特別児童扶養手当対象児童
• 74,000 円（月額）×各月初日

現在の当該児童数の人数
 上記以外の児童で、身体障害

者手帳交付児童又は療育手帳
の交付を受けている児童、あ
るいは医師又は児童相談所長
が前記の児童と同程度以上の
障がいを有すると診断(判定)し
た児童

• 45,840 円(月額)×各月初日現
在の当該児童の人数

規則

認定こども園特別支援
教育・保育経費補助事
業者。使用用途は限定
なし。

子ども・子育て支援交付金交付要
綱で定める額
（基準額と対象経費の実支出額の
少ない方の額×国の負担割合）

【出所】
・福岡市「福岡市特別支援保育事業補助金交付要綱」
https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/zaisei/shisei/documents/56-57y.pdf
・宇治市「宇治市障害児保育事業補助金交付要綱」
https://reiki-web.city.uji.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/k106RG00000318.html#e000000489
・牛久市「牛久市民間保育園等障害児保育事業補助金の交付に関する告示」
https://www.city.ushiku.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/z500RG00000970.html
・大野町「大野町特定教育・保育施設補助金交付規則」
https://www.town-ono.jp/reiki_int/reiki_honbun/i333RG00000692.html
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第３章 アンケート調査

１  調査概要

ア  調査目的
アンケート調査は、市区町村向け調査及び保育所等向け調査を実施する。
市区町村向けの調査では、市区町村での財政支援の実施状況と障害児の受入れ方針の実態

を把握し、障害児保育の進展にあたって求められる市区町村の保育所支援策、財政支援事業
の在り方等の検討に活用する。また、市区町村の調査結果は、ヒアリング調査対象の抽出検
討にも活用する。
保育所向けの調査では、市区町村からの財政支援の受給状況と障害児の受入れ状況の実態

を把握し、障害児保育の進展にあたって保育所側が必要と考える市区町村からの支援や解決
すべき課題について検討に活用する。

イ  調査対象
各市区町村：1,741 市区町村（保育主管課）
全国の保育所等：22,887 施設

ウ  調査時期
市区町村向け調査：令和 7年 1月 28 日～令和 7年 2月 15 日
保育所等向け調査：令和 7年 2月 10 日～令和 7年 2月 25 日

エ  調査方法
こども家庭庁を通じて、全国の市区町村及び保育所等へアンケート調査の協力依頼をメー

ル配信し、回答は専用Webフォームを作成し、回答いただいた。
なお、専用 Web フォームを通じての回答が困難である場合は、個別に Excel の回答票を

配布し、メールもしくは郵送で回答をいただいた。

オ  回収結果
対象数 配布数 回収数 回収率

市区町村 1,741 1,741 716 41.1％
保育所等 22,887 22,887 6,906 30.2％
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２  市区町村調査の結果

※ 単純集計、クロス集計中の割合は、小数点第 位を四捨五入しているため、全体（合計）が必ずしも
％にならない場合があるが、全体の表記は ％としている。

Q3_1 貴市区町村内の公営施設の全施設数（令和 6 年 10 月 1 日現在）についてご回答くだ
さい。
（※1）認定こども園は、2 号及び 3 号認定児を受け入れている施設について、ご回答ください。

Q3_2 貴市区町村内の公営施設の定員数（令和 6 年 10 月 1 日現在）についてご回答くださ
い。
（※1）認定こども園は、2 号及び 3 号認定児を受け入れている施設について、ご回答ください。

Q3_3 貴市区町村内の公営施設の障害児受け入れ施設数（令和 6 年 10 月 1 日現在）につい
てご回答ください。
（※1）認定こども園は、2 号及び 3 号認定児を受け入れている施設について、ご回答ください。

市区町村数 施設数合計 平均施設数
認可保育所
認定こども園（※1）
家庭的保育事業所
小規模保育事業所
事業所内保育事業

市区町村数 定員数合計 平均定員数
認可保育所
認定こども園（※1）
家庭的保育事業所
小規模保育事業所
事業所内保育事業

市区町村数 施設数合計 平均施設数
認可保育所
認定こども園（※1）
家庭的保育事業所
小規模保育事業所
事業所内保育事業
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Q3_4 貴市区町村内の公営施設で受け入れている障害児の実人数（令和 6 年 10 月 1 日現在）
についてご回答ください。
（※1）認定こども園は、2 号及び 3 号認定児を受け入れている施設について、ご回答ください。

Q3_5 貴市区町村内の公営施設における加配保育士等申込障害児数（令和 5 年度の 1 年間に
加配保育士等の申し込みをした総数）についてご回答ください。
（※1）認定こども園は、2 号及び 3 号認定児を受け入れている施設について、ご回答ください。

Q3_6 貴市区町村内の公営施設で受け入れている常勤の加配保育士等の数（令和 6 年 10 月 1
日現在）についてご回答ください。
（※1）認定こども園は、2 号及び 3 号認定児を受け入れている施設について、ご回答ください。
（※）市区町村において障害児または障害児と同等の支援を必要とするこどもとして加配が必要という認定を受

けたこどもに対する加配として配置されている職員とする。
（※）常勤：就業規則において 1 か月の勤務時間数が 120 時間以上または、1 日 6 時間以上かつ月 20 日以上勤

務するもの。

Q3_7 貴市区町村内の公営施設で受け入れている非常勤の加配保育士等の数の実人数（令和
6 年 10 月 1 日現在）についてご回答ください。
（※1）認定こども園は、2 号及び 3 号認定児を受け入れている施設について、ご回答ください。
（※）市区町村において障害児または障害児と同等の支援を必要とするこどもとして加配が必要という認定を受

けたこどもに対する加配として配置されている職員とする。

市区町村数 実人数合計 平均実人数
認可保育所
認定こども園（※1）
家庭的保育事業所
小規模保育事業所
事業所内保育事業

市区町村数 人数合計 平均人数
認可保育所
認定こども園（※1）
家庭的保育事業所
小規模保育事業所
事業所内保育事業

市区町村数 人数合計 平均人数
認可保育所
認定こども園（※1）
家庭的保育事業所
小規模保育事業所
事業所内保育事業

市区町村数 人数合計 平均人数
認可保育所
認定こども園（※1）
家庭的保育事業所
小規模保育事業所
事業所内保育事業
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Q3_8 貴市区町村内の民営施設の全施設数（令和 6 年 10 月 1 日現在）についてご回答くだ
さい。
（※1）認定こども園は、2 号及び 3 号認定児を受け入れている施設について、ご回答ください。
（※）保育所型認定こども園は認定こども園に含めてください。

Q3_9 貴市区町村内の民営施設の定員数（令和 6 年 10 月 1 日現在）についてご回答くださ
い。
（※1）認定こども園は、2 号及び 3 号認定児を受け入れている施設について、ご回答ください。

Q3_10 貴市区町村内の民営施設の障害児受け入れ施設数（令和 6 年 10 月 1 日現在）につい
てご回答ください。
（※1）認定こども園は、2 号及び 3 号認定児を受け入れている施設について、ご回答ください。

Q3_11 貴市区町村内の民営施設で受け入れている障害児の実人数（令和 6 年 10 月 1 日現在）
についてご回答ください。
（※1）認定こども園は、2 号及び 3 号認定児を受け入れている施設について、ご回答ください。

市区町村数 施設数合計 平均施設数
認可保育所
認定こども園（※1）
家庭的保育事業所
小規模保育事業所
事業所内保育事業

市区町村数 定員数合計 平均定員数
認可保育所
認定こども園（※1）
家庭的保育事業所
小規模保育事業所
事業所内保育事業

市区町村数 施設数合計 平均施設数
認可保育所
認定こども園（※1）
家庭的保育事業所
小規模保育事業所
事業所内保育事業

市区町村数 実人数合計 平均実人数
認可保育所
認定こども園（※1）
家庭的保育事業所
小規模保育事業所
事業所内保育事業
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Q3_12 貴市区町村内の民営施設における加配保育士等申込障害児数（令和 5 年度の 1 年間
に加配保育士等の申し込みをした総数）についてご回答ください。
（※1）認定こども園は、2 号及び 3 号認定児を受け入れている施設について、ご回答ください。

Q3_13 貴市区町村内の民営施設で受け入れている常勤の加配保育士等の数（令和 6 年 10 月
1 日現在）についてご回答ください。
（※1）認定こども園は、2 号及び 3 号認定児を受け入れている施設について、ご回答ください。
（※）市区町村において障害児または障害児と同等の支援を必要とするこどもとして加配が必要という認定を受

けたこどもに対する加配として配置されている職員とする。
（※）常勤：就業規則において 1 か月の勤務時間数が 120 時間以上または、1 日 6 時間以上かつ月 20 日以上勤

務するもの。

Q3_14 貴市区町村内の民営施設で受け入れている非常勤の加配保育士等の数の実人数（令和
6 年 10 月 1 日現在）についてご回答ください。
（※1）認定こども園は、2 号及び 3 号認定児を受け入れている施設について、ご回答ください。
（※）市区町村において障害児または障害児と同等の支援を必要とするこどもとして加配が必要という認定を受

けたこどもに対する加配として配置されている職員とする。

Q4 貴市区町村において保育所等における障害児の受入れについて、保育士等の加配に対す
る財政支援をおこなっていますか。（例：障害児を受入れる場合、保育士等 1 か月 1 人につ
き〇万円等）（例：障害児を受入れる場合、障害児 1 か月 1 人につき〇万円等）

障害児の受入れにおける保育士等の加配に対する財政支援の実施状況は、「はい」が
69.1％（495 市区町村）、「いいえ」が 30.9％（221 市区町村）であった。

市区町村数 人数合計 平均人数
認可保育所
認定こども園（※1）
家庭的保育事業所
小規模保育事業所
事業所内保育事業

市区町村数 人数合計 平均人数
認可保育所
認定こども園（※1）
家庭的保育事業所
小規模保育事業所
事業所内保育事業

市区町村数 実人数合計 平均実人数
認可保育所
認定こども園（※1）
家庭的保育事業所
小規模保育事業所
事業所内保育事業

市区町村数 割合（％）
はい
いいえ
合計
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Q5 貴市区町村において保育士等の加配に対する財政支援をおこなっていない理由をご回答
ください。あてはまるもの全てをお選びください。

保育士等の加配に対する財政支援をおこなっていない理由として、「管内保育所等におい
て障害児のための保育士等の加配を必要としていないため」が最も多く 33.9％（75 市区町
村）、次いで「人材確保が困難であり、財政支援をおこなうだけでは加配が困難であるため」
が 26.2％（58 市区町村）、「市区町村の財政状況が厳しいため」が 22.2％（49 市区町村）
であった。
Q6 貴市区町村において、保育所等における障害児の受け入れについて、保育士等の加配に
対する財政支援をおこなっている場合、その財源は国や県の補助金など特定財源を含みます
か。

障害児の受入れにおける保育士等の加配に対する財政支援をおこなう場合の財源に国や県
の補助金など特定財源を含むかについては、「いいえ」が 67.7％（335 市区町村）であり、
「はい」が 32.3％（160 市区町村）となり、特定財源以外で財政支援を行っている市区町村
が多かった。

Q8 保育士等の加配に対する財政支援について、貴市区町村においてどのような方法で財政
支援をおこなっていますか。

保育士等の加配に対する財政支援の方法については、「補助金」が最も多く 85.5％（423
市区町村）、次いで「交付金」が 2.0％（10 市区町村）であった。

市区町村数 割合（％）

合計 ー

管内保育所等において障害児のための保育士等の加配を必要としていないため
（例：障害の有無に関わらず加配しない方針の園である、在園する障害児が軽
度の障害であるため加配が必要なかった等）

人材確保が困難であり、財政支援をおこなうだけでは加配が困難であるため

市区町村の財政状況が厳しいため
都道府県において同様の支援があるため
その他

市区町村数 割合（％）
はい
いいえ
合計

市区町村数 割合（％）
補助金
交付金
その他
合計
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Q10 貴市区町村において、保育士等の加配の対象として認める障害のあるこどもについてご
回答ください。あてはまるもの全てをお選びください。

保育士等の加配の対象として認める障害のあるこどもについては、「身体障害者手帳の交
付を受けたこども」が最も多く 83.4％（413 市区町村）、次いで「療育手帳の交付を受けた
こども」が 83.2％（412 市区町村）、「特別児童扶養手当の対象のこども」が 82.6％（409
市区町村）であった。

Q11 貴市区町村において保育士等の加配にあたり、どのような検討により加配の可否を判
断していますか。あてはまるもの全てをお選びください。

保育士等の加配の可否をどのように判断しているかについては、「障害者手帳（身体障害
者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）の有無を確認することにより判断している」
が最も多く 73.5％（364 市区町村）、次いで「医師の診断書や意見書の有無を確認すること
により判断している」が 68.5％（339 市区町村）、「こどもの特性や状態に応じて専門職の
知見を踏まえて判断している」が 40.6％（201 市区町村）であった。

市区町村数 割合（％）

ー

特別児童扶養手当の対象のこども
身体障害者手帳の交付を受けたこども
療育手帳の交付を受けたこども
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたこども

児童発達支援センターなどで児童発達支援（療育）を受けたことのあるこども

医師の診断において、配慮が必要であるとされたこども（診断書や意見書等に
より確認）
保育所等から配慮が必要であるとされたこども（障害者手帳の有無を問わな
い、気になる子等）
その他
合計

市区町村数 割合（％）

ー

医師の診断書や意見書の有無を確認することにより判断している。
面談の機会を設ける等により、こどもの状態を把握することにより判断してい
る。
保育所等から配慮が必要とされたこどもに対して、貴市区町村において配慮事
項のチェックシート等を作成しており、その内容を貴市区町村において記載し
た上で、加配の有無を判断している。

保育所等から配慮が必要とされたこどもに対して、貴市区町村において配慮事
項のチェックシート等を作成しており、その内容を保育所等に記載頂いた上
で、加配の有無を判断している。
こどもの特性や状態に応じて専門職の知見を踏まえて判断している。
その他

障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）の有無を
確認することにより判断している。

合計
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Q12 貴市区町村では、保育所等への保育士等の加配について、財政支援の上限を何人まで
としているかご回答ください。

保育士等の加配における財政支援の障害児人数に対する上限人数については、「加配保育
士等の配置に上限は定めていない」が最も多く 53.5％（265 市区町村）、上限設定がある場
合は加配保育士等１人までの回答が多く、「障害児 1 人あたり、加配保育士等 1 人まで」が
16.8％（83 市区町村）、「障害児 2 人あたり、加配保育士等 1 人まで」が 13.3％（66 市区
町村）であった。

Q13 貴市区町村における障害のあるこどものための加配保育士等について、補助要件をご
回答ください。あてはまるもの全てをお選びください。
※ 国・県補助による財政支援を除く

障害のあるこどものための加配保育士等の補助要件については、「保育所等が受入れる、
障害児に対する財政支援」が 48.1％（238 市区町村）、「保育所等が加配する保育士等に対
する財政支援」が 47.7％（236 市区町村）であった。

市区町村数 割合（％）
障害児3人あたり、加配保育士等1人まで
障害児2人あたり、加配保育士等1人まで
障害児1人あたり、加配保育士等1人まで
障害児1人あたり、加配保育士等2人まで
障害児1人あたり、加配保育士等3人まで
障害児1人あたり、加配保育士等4人まで
障害児1人あたり、加配保育士等5人まで
加配保育士等の配置に上限は定めていない
その他
合計

市区町村数 割合（％）

ー

保育所等が加配する保育士等に対する財政支援（例：障害児を受入れる場合、
保育士等1カ月1人につき〇万円等）
保育所等が受入れる、障害児に対する財政支援（例：障害児を受入れる場合、
障害児1カ月1人につき〇万円等）
その他
合計
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Q14 保育士等の加配の人員の配置に対する財政支援についてお伺いします。貴市区町村の管
内保育所等における加配保育士等のうち、財政支援の対象となっている人数をご回答くださ
い。（令和 6 年 10 月 1 日時点）
※ 財政支援の算定に用いた保育士等数をご回答ください。
※ 財政支援の対象となっている加配保育士等がいない場合は、0 とご入力ください。（例：半日勤務の加配職

員が財政措置の対象であり、かつ半日勤務の人 1 人を財政措置の算定上 1 人とみなす場合、半日勤務の人 2 人
で 2 人と回答）（例：半日勤務の加配職員が財政措置の対象であり、かつ半日勤務の人 2 人を財政措置の算定
上 1 人とみなす場合、半日勤務の人 2 人で 1 人と回答）

※ Q13 で「保育所等が加配する保育士等に対する財政支援」と回答した 236 市区町村が回答対象

Q15 貴市区町村の管内保育所等における加配保育士等のうち、財政支援の対象となってい
ない（※申請があったが加配対象として認められなかった）人数をご回答ください。（令和
6 年 10 月 1 日時点）

※ Q13 で「保育所等が加配する保育士等に対する財政支援」と回答した 236 市区町村が回答対象

Q16 加配保育士等について、1 か月 1 人あたりの支援額の算定単価をご回答ください。
※ 年額で単価を設定している場合、年額の単価を 12 で割って小数点第一位を四捨五入してください。

※ Q13 で「保育所等が加配する保育士等に対する財政支援」と回答した 236 市区町村が回答対象

Q17 貴市区町村の加配保育士等の財政支援において、1 施設あたりの人数の上限についてご
回答ください。貴市区町村では、保育所等への保育士等の加配について、財政支援の上限を
何人までとしているかご回答ください。

保育士等の加配における財政支援の１施設あたり上限人数については、「加配保育士等の
配置に上限は定めていない」が最も多く 86.0％（203 市区町村）、次いで「1 施設あたり、

市区町村数 人数合計 平均人数

市区町村数 人数合計 平均人数

市区町村数 平均単価

市区町村数 割合（％）
1施設あたり、加配保育士等1人まで
1施設あたり、加配保育士等2人まで
1施設あたり、加配保育士等3人まで
1施設あたり、加配保育士等4人まで
1施設あたり、加配保育士等5人まで
1施設あたり、加配保育士等6人まで
1施設あたり、加配保育士等7人まで
1施設あたり、加配保育士等8人まで
1施設あたり、加配保育士等9人まで
1施設あたり、加配保育士等10人まで
加配保育士等の配置に上限は定めていない
その他
合計
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加配保育士等 1 人まで」が 3.0％（７市区町村）、「1 施設あたり、加配保育士等 2 人まで」
が 2.1％（５市区町村）であった。

Q18 貴市区町村の保育所等における保育士等の加配職員に対する財政支援について、保育
士等加配に関する財政支援の令和 5 年度の合計支援額（全施設に対する支給額の合計金額）
をご回答ください。
※ 決算額（実績）をご回答ください。

※ Q13 で「保育所等が加配する保育士等に対する財政支援」と回答した 236 市区町村が回答対象

Q19 貴市区町村の保育所等における障害児保育に係る物件費に対する財政支援について、
令和 5 年度における全施設分の合計支援額をご回答ください。

※ 全回答市区町村（716 市区町村）が回答対象

Q20 障害児の受入れ人数に対する財政支援についてお伺いします。貴市区町村の管内保育所
等における障害児のうち、財政支援の対象となっている人数をご回答ください。（令和 6 年
10 月 1 日時点）

※ Q13 で「保育所等が受入れる、障害児に対する財政支援」と回答した 238 市区町村が回答対象

Q21 貴市区町村の管内保育所等における障害児のうち、財政支援の対象となっていない
（※申請があったが加配対象として認められなかった）人数をご回答ください。（令和 6 年
10 月 1 日時点）

※ Q13 で「保育所等が受入れる、障害児に対する財政支援」と回答した 238 市区町村が回答対象

市区町村数 平均支援額

市区町村数 平均支援額

市区町村数 人数合計 平均人数

市区町村数 人数合計 平均人数
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Q22 財政支援において障害のあるこどもの特性・状態に応じた加配をおこなっていますか。
主にあてはまるものをお選びください。

※ Q4 で「はい」と回答した 495 市区町村が回答対象

財政支援における障害のあるこどもの特性・状態に応じた加配の実施状況について、「障
害のあるこども一人一人の特性・状態にあわせて加配人数を決めている」が最も多く 41.3％
（204 市区町村）、次いで「障害のあるこども一人あたりの加配保育士等数を要綱等で定め
ている」が 18.4％（91 市区町村）、「障害の種別や程度によって一人あたりの加配保育士
等数を要綱等で定めている」が 9.3％（46 市区町村）であった。

Q23_1 保育所等における障害児のための保育士等の加配について、障害の種別による 1 人
あたりの加配人数をご回答ください。

※ Q22 で「障害の種別や程度によって一人あたりの加配保育士等数を要綱等で定めている」と回答した 46 市
区町村及び「障害の種別や程度によって一人あたりの加配保育士等数を要綱等で定めているが、保育所等や保
護者から相談があった場合は柔軟に対応している」と回答した 10 市区町村が回答対象

市区町村数 割合（％）

合計

障害のあるこどもを受入れる保育所等1施設あたりの加配保育士等数を要綱等
で定めているが、保育所等や保護者から相談があった場合は柔軟に対応してい
る
障害のあるこども一人あたりの加配保育士等数を要綱等で定めている（例：障
害のあるこども2人に対し1人加配等）
障害のあるこども一人あたりの加配人数を要綱等で定めているが、保育所等や
保護者から相談があった場合は柔軟に対応している
障害の種別や程度によって一人あたりの加配保育士等数を要綱等で定めている
（例：重度心身障害児は1人に対し1人加配や軽度障害児は3人に対し1人加配
等）
障害の種別や程度によって一人あたりの加配保育士等数を要綱等で定めている
が、保育所等や保護者から相談があった場合は柔軟に対応している
その他

障害のあるこども一人一人の特性・状態にあわせて加配人数を決めている
障害のあるこどもを受入れる保育所等1施設あたりの加配保育士等数を要綱等
で定めている（例：保育所等に対し3人まで加配等）

市区町村数 人数合計 平均人数
視覚障害
聴覚障害
言語障害
肢体不自由
知的障害
病弱・虚弱
発達障害
精神障害（発達障害以外）
医療的ケア児
「気になる子」
その他
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Q23_2 保育所等における障害児のための保育士等の加配について、障害の程度による 1 人
あたりの加配人数をご回答ください。

※ Q22 で「障害の種別や程度によって一人あたりの加配保育士等数を要綱等で定めている」と回答した 46 市
区町村及び「障害の種別や程度によって一人あたりの加配保育士等数を要綱等で定めているが、保育所等や保
護者から相談があった場合は柔軟に対応している」と回答した 10 市区町村が回答対象

Q24_1 要綱等で定めている、障害児の障害の種別による障害児 1 か月 1 人あたりの支援額
をご回答ください。

※ Q13 で「保育所等が受入れる、障害児に対する財政支援」と回答した 238 市区町村が回答対象
「その他」の自由記述
・ 特別児童扶養手当の受給や各種障害者手帳の有無によって異なる
・ 種別で支援額を定めていない 等

Q24_2 要綱等で定めている、障害児の障害の程度による障害児 1 か月 1 人あたりの支援額
をご回答ください。

※ Q13 で「保育所等が受入れる、障害児に対する財政支援」と回答した 238 市区町村が回答対象

市区町村数 人数合計 平均人数
重度
中度
軽度
その他

市区町村数 平均支援額
視覚障害
聴覚障害
言語障害
肢体不自由
知的障害
病弱・虚弱
発達障害
精神障害（発達障害以外）
医療的ケア児
「気になる子」
その他

市区町村数 平均支援額
重度
中度
軽度
その他
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Q25 障害児について、1 か月 1 人あたりの支援額の算定単価をご回答ください。
※年額で単価を設定している場合、年額の単価を 12 で割って小数点第一位を四捨五入してください。

※ Q13 で「保育所等が受入れる、障害児に対する財政支援」と回答した 238 市区町村が回答対象

Q26 保育所等における障害児のための保育士等の加配の人件費や物件費を含めた令和 5 年
度における全施設分の合計支援額をご回答ください。
※委託費や研修費や工事費を除いた人件費と物件費のみの合計支援額をご回答ください。

※ 全回答市区町村（716 市区町村）が回答対象

Q27 貴市区町村における公営保育所等において、障害児のために加配をおこなった保育士
等の人件費の総額（令和 5 年度実績）についてご回答ください。
※公営の金額についてご回答ください。（公設民営は含まない）

※ Q3_1 で公営施設が 1 施設以上あると回答した 571 市区町村が回答対象

Q28 実施している財政支援について、市区町村内の財政部局と情報共有をおこなう等、連
携して検討をおこなっているかご回答ください。

「その他」の自由記述
・ 予算要求をあげるのみで特段の連携はない 等

実施している財政支援について、市区町村内の財政部局と情報共有をおこなう等、連携し
て検討をおこなっているかについては、「市区町村内の財政部局と連携して検討している」
が 65.5％（324 市区町村）、「市区町村内の財政部局と連携して検討していない」が 33.7％
（167 市区町村）であった。

市区町村数 平均単価

市区町村数 平均支援額

市区町村数 平均人件費

市区町村数 割合（％）
市区町村内の財政部局と連携して検討している
市区町村内の財政部局と連携して検討していない
その他
合計
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Q29 実施している財政支援について、令和 6 年度において令和 5 年度と比較して、金額の見
直しがあったか、ご回答ください。

実施している財政支援について、令和 6 年度において令和 5 年度と比較して、金額の見直
しがあったかについては、「金額の見直しはなかった」が最も多く 69.9％（346 市区町村）、
次いで「金額の見直し（増額）があった」が 28.1％（139 市区町村）であった。

Q30 令和 6 年度において保育所における障害児への加配保育士等の財政支援について増額
もしくは減額の検討があったか、ご回答ください。

令和 6 年度において保育所における障害児への加配保育士等の財政支援について増額もし
くは減額の検討があったかについては、「検討はなかった」が最も多く 66.7％（330 市区町
村）、次いで「保育所管部署から財政所管部署へ障害児保育の加配保育士等の財政支援の増
額の打診をおこなった」が 28.1％（139 市区町村）であった。

市区町村数 割合（％）
金額の見直し（増額）があった
金額の見直し（減額）があった
金額の見直しはなかった
合計

市区町村数 割合（％）

合計

財政所管部署から保育所管部署へ障害児保育のための加配保育士等の財政支援
の増額の打診があった
財政所管部署から保育所管部署へ障害児保育の加配保育士等の財政支援の減額
の打診があった
保育所管部署から財政所管部署へ障害児保育の加配保育士等の財政支援の増額
の打診をおこなった
保育所管部署から財政所管部署へ障害児保育の加配保育士等の財政支援の減額
の打診をおこなった
検討はなかった
その他
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Q31 財政支援の増額の理由について、あてはまるもの全てをお選びください。

「その他」の自由記述
・ 公定価格の増額
・ 準用する補助金の補助単価改定
・ 支援対象の見直し（対象の拡大） 等

財政支援の増額の理由については、「保育士等の人件費が増額傾向のため」が最も多く
41.7％（58 市区町村）、次いで「市区町村内の保育所等における障害児数が増加したため」
が 33.1％（46 市区町村）、「保育所等から加配保育士等について増額の要望があったため」
が 32.4％（45 市区町村）であった。

Q32 財政支援の減額の理由について、あてはまるもの全てをお選びください。

市区町村数 割合（％）
地方交付税が増額されたため
一般財源が増額されたため
保育士等の人件費が増額傾向のため
保育所等から加配保育士等について増額の要望があったため
近隣市区町村が増額していたため
市区町村内の障害児数が増加したため
市区町村内の保育所等における障害児数が増加したため
対象児の審査基準が緩和されたため
その他

ー合計

市区町村数 割合（％）

ー合計

一般財源が減額されたため
近隣市区町村と比較し、加算が高額であったため
近隣市区町村が減額したため
財政上の支出の見直しのため
市区町村内の障害児数が減少したため
市区町村内の保育所等における障害児数が減少したため
対象児の審査基準が厳格化されたため
地方交付税不交付団体となり、より裁量的に支援のあり方を見直したため
その他
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Q33 貴市区町村の保育所等への障害児の受入れについて、あてはまるもの全てをお選びく
ださい。

市区町村の保育所等への障害児の受入れについては、「貴市区町村において、障害児の受
入れについてあらかじめ定めている方針はない（こども一人一人の特性・状態に応じて方針
を検討している）」が最も多く 76.1％（545 市区町村）、次いで「貴市区町村において、障
害児や医療的ケア児を受入れる場合、受入れ保育所等を限定している」が 12.0％（86 市区
町村）、「貴市区町村において、障害児や医療的ケア児を受入れる場合、あらかじめ保育時
間を限定している」が 8.2％（59 市区町村）であった。

市区町村数 割合（％）

ー合計

貴市区町村において、障害種別や医療的ケアの有無をあらかじめ限定している
（例：糖尿病のこどもの受入れはおこなわない、医療的ケア児の受入れはおこ
なわない等）

貴市区町村において、障害児や医療的ケア児を受入れる場合、あらかじめ受入
れ年齢を限定している（例：医療的ケア児について、3歳以上しか受入れはお
こなわない等）

貴市区町村において、障害児や医療的ケア児を受入れる場合、受入れ保育所等
を限定している（例：障害児は特定の園のみ受入れ可能としている、医療的ケ
ア児は特定の園のみでしか受入れをおこなわない等）

貴市区町村において、障害児や医療的ケア児を受入れる場合、あらかじめ保育
時間を限定している（例：健常児は11時間まで保育可能であるところ、障害
児は8時間と上限を設けている等）
貴市区町村において、障害児の受入れについてあらかじめ定めている方針はな
い（こども一人一人の特性・状態に応じて方針を検討している）
その他

貴市区町村において、保育所等の定員のうち障害児や医療的ケア児の受入れ人
数に上限を設けている（例：園の定員50名のうち、障害児の受入れは5名ま
で、園の定員のうち障害児の受入れは10割合（％）まで等）
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Q34 障害児や医療的ケア児の受入れ人数に上限を設けている理由についてご回答ください。
あてはまるもの全てをお選びください。

「その他」の自由記述
・ 安全な保育・受け入れのため
・ 受入れに必要な園環境の整備や部屋・スペースの確保ができないため 等

障害児や医療的ケア児の受入れ人数に上限を設けている理由については、「管内の保育所
等において、医療的ケア児の保育をおこなう専門職が不足しているため」が最も多く 39.4％
（13 市区町村）、次いで「管内の保育所等において、障害児や医療的ケア児の保育をおこ
なう保育士等が不足しているため」が 24.2％（８市区町村）、「管内の保育所等において、
障害児の受入れに必要な体制が整っていない保育所等があるため」が 21.2％（７市区町村）
であった。

市区町村数 割合（％）

ー合計
その他

管内の保育所等において、障害児や医療的ケア児の保育をおこなう保育士等が
不足しているため

管内の保育所等において、障害児の保育をおこなう専門職が不足しているため

管内の保育所等において、医療的ケア児の保育をおこなう専門職が不足してい
るため
管内の保育所等において、障害児の受入れに必要な体制が整っていない保育所
等があるため
管内の保育所等の方針や意向によるもの
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Q35 障害種別や医療的ケアの有無をあらかじめ限定している理由についてご回答ください。
あてはまるもの全てをお選びください。

障害種別や医療的ケアの有無をあらかじめ限定している理由については、「管内の保育所
等において、医療的ケアに対応できる体制が整っていない保育所等があるため」が最も多く
64.9％（24 市区町村）、次いで「管内の保育所等において、医療的ケア児に対応できる専門
職が不足しているため」が 43.2％（16 市区町村）、「管内の保育所等において、医療的ケ
ア児に対応できる保育士等が不足しているため」が 29.7％（11 市区町村）であった。

市区町村数 割合（％）

ー合計

管内の保育所等において、障害種別に対応できる保育士等が不足しているため

管内の保育所等において、医療的ケア児に対応できる保育士等が不足している
ため

管内の保育所等において、障害種別に対応できる専門職が不足しているため

管内の保育所等において、医療的ケア児に対応できる専門職が不足しているた
め
管内の保育所等において、障害種別に対応できる体制が整っていない保育所等
があるため
管内の保育所等において、医療的ケアに対応できる体制が整っていない保育所
等があるため
管内の保育所等の方針や意向によるもの
その他
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Q36 障害児や医療的ケア児を受入れる場合、あらかじめ受入れ年齢を限定している理由に
ついてご回答ください。あてはまるもの全てをお選びください。

障害児や医療的ケア児を受入れる場合、あらかじめ受入れ年齢を限定している理由につい
ては、「医療的ケア児について、年齢に応じたこどもの身体状態を考慮したため」が最も多
く 78.3％（36 市区町村）、次いで「低年齢児の医療的ケア児の保育に対応できる保育士等
や専門職が不足しているため」が 21.7％（10 市区町村）、「障害児や医療的ケア児につい
て、年齢に応じたこどもの身体状態を考慮したため」が 13.0％（６市区町村）であった。

Q37 障害児や医療的ケア児を受入れる場合、受入れ保育所等を限定している理由について
ご回答ください。あてはまるもの全てをお選びください。

障害児や医療的ケア児を受入れる場合、受入れ保育所等を限定している理由については、
「管内の保育所等において、医療的ケア児の保育に対応できる専門職の配置がない保育所等

市区町村数 割合（％）

ー

低年齢児の障害児の保育に対応できる保育士等や専門職が不足しているため
低年齢児の医療的ケア児の保育に対応できる保育士等や専門職が不足している
ため
障害児や医療的ケア児の入園時の手続きに時間を要するため
障害児や医療的ケア児について、年齢に応じたこどもの身体状態を考慮したた
め
障害児について、年齢に応じたこどもの身体状態を考慮したため
医療的ケア児について、年齢に応じたこどもの身体状態を考慮したため
医師等の専門職からの助言により限定している
管内の保育所等において、年齢に応じた体制が整っていない保育所等があるた
め
管内の保育所等の方針や意向によるもの
その他
合計

市区町村数 割合（％）

ー

管内の保育所等において、障害児の保育に対応できる人員体制が整っていない
保育所等があるため
管内の保育所等において、医療的ケア児の保育に対応できる人員体制が整って
いない保育所等があるため
管内の保育所等において、障害児の保育に対応できる専門職の配置がない保育
所等があるため
管内の保育所等において、医療的ケア児の保育に対応できる専門職の配置がな
い保育所等があるため
管内の保育所等において、障害児の保育に対応できる体制が整っていない保育
所等があるため
貴市区町村において、医療的ケア児を受入れる保育所等を指定し、受入れ体制
整備をおこなう方針であるため
園の方針・意向によるもの
その他
合計
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があるため」が最も多く 54.7％（47 市区町村）、次いで「貴市区町村において、医療的ケ
ア児を受入れる保育所等を指定し、受入れ体制整備をおこなう方針であるため」が 45.3％
（39 市区町村）、「管内の保育所等において、医療的ケア児の保育に対応できる人員体制
が整っていない保育所等があるため」が 38.4％（33 市区町村）であった。

Q38 障害児や医療的ケア児を受入れる場合、あらかじめ保育時間を限定している理由につ
いてご回答ください。あてはまるもの全てをお選びください。

障害児や医療的ケア児を受入れる場合、あらかじめ保育時間を限定している理由について
は、「管内の保育所等において、医療的ケア児の保育に対応できる専門職の配置がない時間
があるため」が最も多く 62.7％（37 市区町村）、次いで「管内の保育所等において、医療
的ケア児の保育に対応できる人員体制が整っていない時間があるため」が 50.8％（30 市区
町村）、「医師等の専門職からの助言により医療的ケア児の身体状態を考慮したため」が
15.3％（９市区町村）であった。

Q39 過去 5 年間（令和 2 年度～6 年度）で受入れ方針を定めていましたか。

過去 5 年間（令和 2 年度～6 年度）で受入れ方針を定めていたかについては、「定めてい
なかった」が 99.6％（543 市区町村）であった。

市区町村数 割合（％）

ー

管内の保育所等において、医療的ケア児の保育に対応できる人員体制が整って
いない時間があるため
管内の保育所等において、障害児の保育に対応できる専門職の配置がない時間
があるため
管内の保育所等において、医療的ケア児の保育に対応できる専門職の配置がな
い時間があるため
医師等の専門職からの助言により障害児の身体状態を考慮したため
医師等の専門職からの助言により医療的ケア児の身体状態を考慮したため
園の方針・意向によるもの

管内の保育所等において、障害児の保育に対応できる人員体制が整っていない
時間があるため

その他
合計

市区町村数 割合（％）
定めていなかった
定めていたが、撤廃した
合計
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Q40 どのような受入れ方針だったか、ご回答ください。あてはまるもの全てをお選びくだ
さい。

※ Q39 で「定めていたが、撤廃した」と回答した 2 市区町村が回答対象

Q41 受入れ方針について根拠法規があったか、あった場合どのような法規だったか、ご回
答ください。

※ Q39 で「定めていたが、撤廃した」と回答した 2 市区町村が回答対象

Q42 障害児の受入れ方針を定めていた理由について、ご回答ください。あてはまるもの全
てをお選びください。

※ Q39 で「定めていたが、撤廃した」と回答した 2 市区町村が回答対象

Q44_1 令和 3 年度～5 年度の 3 年間で入園できなかった、または入園直後に転園・退園した
障害児はいますか、ご回答ください。

令和 3 年度～5 年度の 3 年間で入園できなかった、または入園直後に転園・退園した障害
児はいるかについては、「いない」が最も多く 56.8％（407 市区町村）、次いで「いる」が
23.5％（168 市区町村）、「把握していない」が 19.7％（141 市区町村）であった。

市区町村数 割合（％）

ー
その他

入所可能な園が決まっている
障害児の保育時間が決まっている（障害児には標準時間認定でなく、短時間認
定をしているなど）
障害児に対して保育時間の延長を認めていない

合計

市区町村数 割合（％）
条例
規則
その他
根拠法規はなかった
合計

市区町村数 割合（％）
管内の保育所等において加配職員の人員が不足しているため
管内の保育所等からの要望のため
その他

ー合計

市区町村数 割合（％）
いる
いない
把握していない
合計
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Q44_2 入園できなかった、または入園直後に転園・退園した理由について、以下の選択肢
からあてはまるもの全てをお選びください。

「その他」の自由記述
・ 保護者の都合・希望によるもの
・ 施設の受入れ体制・環境によるもの 等

入園できなかった、または入園直後に転園・退園した理由については、「保育所等の保育
人材の確保（保育士等）が難しく入園できなかった」が最も多く 57.7％（97 市区町村）、
次いで「保育所等の専門人材の確保（看護師等）が難しく入園できなかった」が 29.8％（50
市区町村）、「医師の診断等により集団保育が難しいと判断されたため」が 22.0％（37 市
区町村）であった。

Q45 貴市区町村の障害児の受け入れにあたっての課題について、以下の選択肢からあては
まるもの全てをお選びください。

「その他」の自由記述
・ 保育士の人材不足
・ 特になし
・ 受入れ体制・設備が整っている保育所等が少ない 等

市区町村の障害児の受け入れにあたっての課題については、「障害児を受け入れ可能な人
員を有する保育所等が少ない」が最も多く 63.5％（455 市区町村）、次いで「障害児の受け

市区町村数 割合（％）

ー

入園の内示・内定は出たが保育所での受け入れが難しいことが慣らし保育時に
判明したため
その他

医師の診断等により集団保育が難しいと判断されたため
保育所等の施設整備が間に合わず入園をお断りした
保育所等の保育人材の確保（保育士等）が難しく入園できなかった
保育所等の専門人材の確保（看護師等）が難しく入園できなかった
経験のない障害種別であった等、園の経験や知見が不足しており入園できな
かった
入園の内示・内定は出たが保育所での受け入れが難しいことについて保育園か
ら申し出があったため

合計

市区町村数 割合（％）

ー

障害児を受け入れ可能な設備を有する保育所等が少ない
障害児の受け入れについて設備整備をおこなう財政的な余裕がない
障害児を受け入れ可能な人員を有する保育所等が少ない
障害児の受け入れについて保育士等の加配をおこなう財政的な余裕がない
保育所等に入所決定後、保育所等から受け入れが困難であると相談されること
がある
民間施設の負担を考慮し、公立公営施設の受け入れが多くなっている
その他
合計
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入れについて保育士等の加配をおこなう財政的な余裕がない」が 28.2％（202 市区町村）、
「民間施設の負担を考慮し、公立公営施設の受け入れが多くなっている」が 26.4％（189 市
区町村）であった。

Q46 貴市区町村の保育所等における障害児への保育士等の加配の必要性について、会議体
を持つ等、話し合いの機会を設けていますか。

市区町村の保育所等における障害児への保育士等の加配の必要性について、会議体を持つ
等、話し合いの機会を設けているかについては、「会議等は実施していない」が最も多く
61.2％（438 市区町村）、次いで「会議等を実施している（市区町村職員のみ）」が 18.9％
（135 市区町村）、「会議等を実施している（市区町村職員と外部委員）」が 16.6％（119
市区町村）であった。

Q47 令和 5 年度の貴市区町村の保育所等における障害児に対する保育士等の加配が必要と認
定等された児童、実際に配置された加配保育士等の人数について、ご回答ください。

市区町村数 割合（％）
会議等を実施している（市区町村職員のみ）
会議等を実施している（市区町村職員と外部委員）
会議等は実施していない
その他
合計

市区町村数 人数合計 平均人数
加配が必要と認定等された児童数
実際に配置された加配保育士等の人数
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Q48 医療的ケア児の事故発生時等の緊急時の対応方針について、実施していることをご回
答ください。あてはまるもの全てをお選びください。

「その他」の自由記述
・ 医療的ケア児の受入れ実績がない
・ 特に対応方針を定めていない 等

医療的ケア児の事故発生時等の緊急時の対応方針について、実施していることについては、
「貴市区町村において、貴市区町村における事故発生時等の緊急時の対応方針や連絡調整の
流れを整理する等、組織としての安全管理体制を整えている」が最も多く 27.2％（195 市区
町村）、次いで「貴市区町村において、事故発生時の報告や再発防止に関する報告の仕組み
をあらかじめ用意している」が 25.4％（182 市区町村）、「貴市区町村において、保育所等
における事故発生時等の緊急時の対応方針をあらかじめ定めており、管内保育所等に周知を
おこなっている」が 24.9％（178 市区町村）であった。

Q50 本調査研究では、アンケートにご協力いただいた市区町村の中から、障害児保育の財
政支援および受入れ方策等に関するヒアリング（オンラインにより 1 時間程度、2～3 月頃実
施予定。）をお願いしたいと考えています。ヒアリング結果は、本調査研究の成果としてと
りまとめる事例集に記載させていただく可能性がございます。ご協力頂ける場合は、以下の
項目から 1 つお選びください。条件による場合には、具体的な内容をご記入ください。

市区町村数 割合（％）

その他
ー

貴市区町村において、ヒヤリハット事例の蓄積・分析、事故防止策の検討をお
こなっている

貴市区町村において、保育所等における事故発生時等の緊急時の対応方針をあ
らかじめ定めており、管内保育所等に周知をおこなっている
貴市区町村において、貴市区町村における事故発生時等の緊急時の対応方針や
連絡調整の流れを整理する等、組織としての安全管理体制を整えている
貴市区町村において、事故発生時の報告や再発防止に関する報告の仕組みをあ
らかじめ用意している
貴市区町村において、事故発生時等の緊急時に備え、あらかじめ地域の医師会
等と対応方針を検討する等、医療機関との連携体制を構築している

合計

市区町村数 割合（％）
協力できる
協力できない
条件による（条件の内容：
合計
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参考値
➢ 管内に公立保育所等のみの市区町村を除いた市区町村における保育士等の加配に対す

る財政支援の実施状況
Q4 回答結果（保育士等の加配に対する財政支援の実施状況）について、Q3_8 回答結
果（管内の民営施設数）が 0の市区町村を除いて集計

➢ 一般財源のみで財政支援事業を実施する市区町村における財政支援方法
Q6（加配保育士等に対する財政支援をおこなっている場合、その財源は国や県の補助
金など特定財源を含むか）において「いいえ」と回答した市区町村を抽出して、Q8
（加配保育士等に対する財政支援の方法）の回答結果を集計

➢ 障害児 1人あたりの 1年間の支援額算定単価
Q25 回答結果（障害児 1人あたりの 1か月支援額算定単価）を 12で乗じて集計

市区町村数 割合（％）
はい
いいえ
合計

市区町村数 割合（％）
補助金
交付金
その他
合計

市区町村数 平均単価
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３  保育所等調査の結果

Q1_3 施設類型

Q1_4 運営主体

Q1_5 貴施設の保育定員についてご回答ください。

施設数 割合（％）
認可保育所
認定こども園
小規模保育事業所
事業所内保育事業
その他
全体

施設数 割合（％）
市区町村
社会福祉法人
株式会社
学校法人
その他
全体

施設数 定員合計 平均定員
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Q2_1 貴施設の常勤職員構成についてご回答ください。（令和 6 年 10 月 1 日時点）
※1 喀痰吸引等研修の課程を修了した認定特定行為業務従事者である保育士
※2 日々の健康チェックや病気・怪我の応急処置、衛生管理等を実施する看護師等
※3 医療的ケア児に対する経管栄養や喀痰吸引、酸素療法等の医療的ケアを実施する看護師等
※ 1 人の看護師等が衛生管理のほか医療的ケアについても実施している場合は、医療的ケアをおこなう看護師

等として計上してください。

Q2_2 貴施設の非常勤職員構成についてご回答ください。（令和 6 年 10 月 1 日時点）
※1 喀痰吸引等研修の課程を修了した認定特定行為業務従事者である保育士
※2 日々の健康チェックや病気・怪我の応急処置、衛生管理等を実施する看護師等
※3 医療的ケア児に対する経管栄養や喀痰吸引、酸素療法等の医療的ケアを実施する看護師等
※ 1 人の看護師等が衛生管理のほか医療的ケアについても実施している場合は、医療的ケアをおこなう看護師

等として計上してください。
※  巡回支援等の外部職員は除いてください。

施設数 人数合計 平均人数
園長・施設長
副園長
主任保育士
保育士
医療的ケアをおこなう保育士（※1）
保育教諭
みなし保育士
保育補助者
看護師等（※2）
医療的ケアをおこなう看護師等（※3）
その他

施設数 人数合計 平均人数
園長・施設長
副園長
主任保育士
保育士
医療的ケアをおこなう保育士（※1）
保育教諭
みなし保育士
保育補助者
看護師等（※2）
医療的ケアをおこなう看護師等（※3）
その他



46

Q3 貴施設において令和 3 年度から令和 5 年度で受入れたことのあるこどもの障害種別につ
いてご回答ください。あてはまるものをすべてお選びください。

Q4 貴施設における令和 6 年度の障害児の受入れ状況についてご回答ください。

Q5 貴施設において令和 6 年度に受入れた障害児数について、障害種別人数（延べ数）をご
回答ください。障害種別が重複する場合は、それぞれの該当箇所に計上してください。

施設数 割合（％）
視覚障害
聴覚障害
言語障害
肢体不自由
知的障害
病弱・虚弱
発達障害
医療的ケア児
「気になる子」
その他
合計 ー

施設数 割合（％）
受入れ有
受入れ無
合計

施設数 延べ人数合計 平均人数
視覚障害
聴覚障害
言語障害
肢体不自由
知的障害
病弱・虚弱
発達障害
精神障害（発達障害以外）
医療的ケア児
「気になる子」
その他
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Q6 貴施設において受入れている障害児のうち加配認定を受けているこども、受けていない
こども、加配を受けていない障害児のうち加配を希望しているが加配できていないこどもの
人数をご回答ください。（令和 6 年 10 月 1 日時点）

Q7 貴施設における障害児のための加配保育士等の配置人数をご回答ください。（令和 6 年
10 月 1 日時点）

※ Q4 で「受入れ有」と回答した 5,079 施設が回答対象

Q8 貴施設における障害児のための加配保育士等の人数が十分かご回答ください。
※ 障害児のための加配保育士について回答してください。（園全体の人員不足は含まない）

施設における障害児のための加配保育士等の人数が十分かについては、「十分でない」が
60.3％（3,064 施設）、「十分である」が 39.7％（2,015 施設）であった。

Q9 加配保育士等の人数が十分でない場合、貴施設における障害児のために必要と考える加
配保育士等の人数を回答してください。

※ Q8 で「十分でない」と回答した 3,064 施設が回答対象

施設数 人数合計 平均人数

保育士等を加配している障害児

保育士等を加配していない障害児

保育士等を加配していない障害児のうち加配を希望し
ているが加配できていない障害児

施設数 人数合計 平均人数

施設数 割合（％）
十分である
十分でない
合計

施設数 人数合計 平均人数
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Q10 障害児のために保育士等を加配している理由についてご回答ください。あてはまるも
のをすべてお選びください。

※ Q6 で「保育士等を加配している障害児」が 1 人以上いると回答した 4,004 施設が回答対象

Q11 保育士等を加配していない障害児がいる場合、その理由についてご回答ください。あ
てはまるものをすべてお選びください。

※ Q6 で「保育士等を加配していない障害児」が 1 人以上いると回答した 2,291 施設が回答対象
「その他」の自由記述
・ 財政支援が不十分であるため
・ 保育士の確保が困難であるため
・ 年齢やクラスに関する制約 等

保育士等を加配していない障害児がいる場合、その理由については、「軽度の障害や気に
なるこどもである等、保育にあたり特別な配慮が必要ではないと判断したため」が最も多く
35.0％（802 施設）、次いで「市区町村において財政支援はあるが、保育士等の人材確保が

施設数 割合（％）

合計 ー

障害のあるこどもの障害特性や状態に応じた保育をおこなうために加配が必要とな
るため
障害のあるこどものための個別支援計画の作成について加配が必要となるため
障害のないこどもと障害のあるこどもの関わりについて配慮するために加配が必要
となるため

障害のあるこどもの保護者の対応に加配が必要となるため

障害のないこどもの保護者の対応に加配が必要となるため

障害のあるこどもへの対応について、他の保育士等にも対応方法を広めるために加
配が必要となるため

関係機関と連携して対応するために加配が必要となるため

その他

施設数 割合（％）

合計 ー

軽度の障害や気になるこどもである等、保育にあたり特別な配慮が必要ではないと
判断したため
障害の有無に関わらず、同様の人員体制で保育をおこなう方針であるため（障害の
あるこどもに対して特別に加配をおこなっていない）
市区町村において、障害児のための加配保育士等についての財政支援がないため
市区町村により加配の必要性が認められないため
市区町村において財政支援はあるが、保育士等の人材確保が困難であるため
市区町村への申請手続きにおいて保護者の同意を求められており、保護者の同意が
得られないため
市区町村への申請手続きにおいては保護者の同意は不要であるが、園の方針により
保護者の同意を求めており、保護者の同意が得られないため
その他
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困難であるため」が 32.9％（754 施設）、「市区町村により加配の必要性が認められないた
め」が 20.0％（458 施設）であった。

Q12  Q7 における加配保育士等のうち、市区町村からの財政支援を受けている保育士等の
人数、受けていない保育士等の人数についてご回答ください。

※ Q7 で「障害児のための加配保育士等」が 1 人以上いると回答した 4,033 施設が回答対象

Q13 財政支援を受けて加配している保育士等について、月当たりの交付額をご回答くださ
い。

※ Q12 で「財政支援を受けている保育士等」が 1 人以上いると回答した 2,713 施設が回答対象

Q14 市区町村からの財政支援を受けていない加配保育士等について、財政支援を受けてい
ない理由をご回答ください。あてはまるものをすべてお選びください。

※ Q12 で「財政支援を受けていない保育士等」が 1 人以上いると回答した 1,155 施設が回答対象
「その他」の自由記述
・ 公立施設であるため
・ 障害児 2 人に対して加配保育士 1 人といった配置基準・条件を満たすことが難しいため
・ 「気になる子」であり、財政支援の対象とならないため 等

市区町村からの財政支援を受けていない加配保育士等について、財政支援を受けていない
理由については、「市区町村において、障害児のための加配保育士等についての財政支援が
ないため」が最も多く 26.4％（305 施設）、次いで「市区町村により加配の必要性が認めら
れないため」が 23.2％（268 施設）、「市区町村への申請手続きにおいて保護者の同意を求
められており、保護者の同意が得られないため」が 21.5％（248 施設）であった。

施設数 人数合計 平均人数
財政支援を受けている保育士等
財政支援を受けていない保育士等

施設数 平均（円）

保育士等一人当たり（障害児を受入れる場合、保育士等1人につき〇万円といった財
政支援の場合）

その他

こども一人当たり（障害児を受入れる場合、障害児1人につき〇万円といった財政支
援の場合）

施設数 割合（％）

合計 ー

市区町村において、障害児のための加配保育士等についての財政支援がないため
市区町村により加配の必要性が認められないため
市区町村において財政支援はあるが、保育士等の人材確保が困難であるため
市区町村への申請手続きにおいて保護者の同意を求められており、保護者の同意が
得られないため
市区町村が求める申請手続きが煩雑であるため
その他
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Q16 市区町村からの財政支援による加配保育士等の配置の利点についてご回答ください。
あてはまるものをすべてお選びください。

「その他」の自由記述
・ 公立施設のため、市区町村からの財政支援は受けていない
・ 財政支援により加配できているが、財政支援額は足りない状態である
・ 加配保育士の人件費に充当することが可能になった 等

市区町村からの財政支援による加配保育士等の配置の利点については、「障害のあるこど
もの障害特性や状態に応じた保育をおこなうことができるようになった」が最も多く 81.9％
（3,303 施設）、次いで「障害のあるこどもとないこどものこども同士の関わりについて配
慮した保育をおこなうことができるようになった」が 69.6％（2,804 施設）であった。

Q17 障害のあるこどもへの職員の加配について、どのように検討しているかご回答ください。
あてはまるものをすべてお選びください。

障害のあるこどもへの職員の加配について、どのように検討しているかについては、「基
本的に障害のあるこどもには加配をおこなっている」が最も多く 54.1％（2,179 施設）、次
いで「こどもの特性や状態に応じて専門機関の知見を踏まえて加配申請を検討している」が

施設数 割合（％）

合計 ー

障害のあるこどもとないこどものこども同士の関わりについて配慮した保育をおこ
なうことができるようになった
障害のあるこどもの保護者への対応の充実（こどもの様子をより詳細にお伝えでき
るようになった、保護者面談の機会が増加した等）
障害のないこどもの保護者への対応の充実（障害のあるこどもの障害特性等につい
て説明する機会が増加した等）
関係機関との連携体制の充実（障害のあるこどもの情報をより細かく、速やかに伝
えられるようになった、情報共有の機会を設けることができるようになった等）
その他

障害のあるこどものための個別支援計画について、より多くの計画作成や計画内容
の充実に繋がった

障害のあるこどもの障害特性や状態に応じた保育をおこなうことができるように
なった

施設数 割合（％）

合計 ー
その他
こどもの特性や状態に応じて専門機関の知見を踏まえて加配申請を検討している

基本的に障害のあるこどもには加配をおこなっている
障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）を所持してい
るこどもは加配申請を検討している
医師の診断書や意見書を所持しているこどもは加配申請を検討している
面談の機会を設ける等により、こどもの状態を把握することにより加配申請を検討
している
市区町村から提示された配慮事項のチェックシート等を活用し、加配申請を検討し
ている
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50.7％（2,044 施設）、「障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手
帳）を所持しているこどもは加配申請を検討している」が 49.0％（1,977 施設）であった。

Q19 加配保育士等の配置にあたって課題となっていることについてご回答ください。あて
はまるものをすべてお選びください。

加配保育士等の配置にあたって課題となっていることについては、「保育士等の人材確保
が困難である」が最も多く 79.3％（4,029 施設）、次いで「障害特性に応じた経験のある保
育士等の確保が困難である」が 53.3％（2,706 施設）、「施設において加配保育士等の人件
費が負担となっている」が 38.5％（1,957 施設）であった。

Q20 施設において加配保育士等の人件費が負担となっている理由についてご回答ください。
あてはまるものをすべてお選びください。

「その他」の自由記述
・ 財政支援額が不十分であるため
・ 気になる子への加配が認められない場合があるため
・ 保護者の理解や同意が得られず、加配認定の申請ができない場合がある 等

施設において加配保育士等の人件費が負担となっている理由については、「市区町村から
の財政支援を受けているが、財政支援の金額が十分でない」が最も多く 74.5％（1,458 施
設）、次いで「市区町村における財政支援の要件を満たすことが難しいため、財政支援を受
けることができていない」が 28.9％（565 施設）、「市区町村により加配の必要性が認めら
れないため、財政支援を受けることができていない」が 23.4％（457 施設）であった。

施設数 割合（％）

合計 ー

施設において加配保育士等の人件費が負担となっている
保育士等の人材確保が困難である
障害特性に応じた経験のある保育士等の確保が困難である
人材確保のために人材紹介業者を活用しており、紹介料等が負担となっている
その他

施設数 割合（％）

合計 ー
その他

市区町村における財政支援の要件を満たすことが難しいため、財政支援を受けるこ
とができていない

市区町村からの財政支援を受けているが、財政支援の金額が十分でない
市区町村において、障害児のための加配保育士等についての財政支援がないため、
財政支援を受けることができていない
市区町村により加配の必要性が認められないため、財政支援を受けることができて
いない
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Q21 市区町村の財政支援の要件を満たすことが難しい理由についてご回答ください。あて
はまるものをすべてお選びください。

「その他」の自由記述
・ 保護者の同意取得が困難であったり時間を要したりするため
・ 医師の診断書等の必要な書類を取得することが困難である
・ 人材不足であり、保育士が確保できないため 等

市区町村の財政支援の要件を満たすことが難しい理由については、「市区町村への申請手
続きにおいて保護者の同意を求められており、保護者の同意が得られないため」が最も多く
49.4％（279 施設）、次いで「市区町村が定める要件を満たすだけの保育士等が確保できな
い（もしくは必要ない）ため」が 41.9％（237 施設）、「市区町村が定める障害特性にあて
はまらないため」が 41.9％（237 施設）であった。

施設数 割合（％）

合計 ー

市区町村への申請手続きにおいて保護者の同意を求められており、保護者の同意が
得られないため
市区町村が定める障害特性にあてはまらないため（例：重度心身障害のあるこども
のみ加配をおこなう等）
市区町村が定める要件を満たすだけの保育士等が確保できない（もしくは必要な
い）ため（例：「障害児三人に対して保育士等二人」等で保育士を２名確保するこ
とが困難である（もしくは必要ない）場合）
市区町村が定める要件を満たすだけの障害児が在園していないため（例：「障害児
二人に対して保育士等一人」等で障害児は１名しか在園していない場合）
その他
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Q22 障害児の受入れ方針についてご回答ください。あてはまるものをすべてお選びくださ
い。

障害児の受入れ方針については、「障害児の受入れについてあらかじめ定めている方針は
ない（こども一人一人の特性・状態に応じて方針を検討している）」が最も多く 80.9％
（4,107 施設）、次いで「園において受入れる障害種別をあらかじめ限定している」が
12.8％（650 施設）、「園全体の定員のうち障害児の受入れ人数に上限を設けている」が
5.9％（301 施設）であった。

Q23 園全体の定員のうち障害児の受入れ人数に上限を設けている理由についてご回答くだ
さい。あてはまるものをすべてお選びください。

「その他」の自由記述
・ 定員以上受入れを行っている
・ クラス運営ができる体制を維持するため
・ 市区町村の決まりがあるため 等

園全体の定員のうち障害児の受入れ人数に上限を設けている理由については、「対応可能
な保育士等の数が不足している」が最も多く 71.4％（215 施設）、次いで「受入れに必要な
加配保育士等を配置できていない」が 58.8％（177 施設）、「受入れに必要な設備が不足し
ている」が 19.9％（60 施設）であった。

施設数 割合（％）

合計 ー

障害児を受入れる場合、あらかじめ保育時間を限定している（例：午後しか受入れ
をおこなわない、看護師のいる時間しか受入れない等）
障害児の受入れについてあらかじめ定めている方針はない（こども一人一人の特
性・状態に応じて方針を検討している）
その他

障害児を受入れる場合、あらかじめ園内において受入場所を特定している（例：園
内の特定の場所でしか受入れをおこなわない、３歳児であっても１歳児クラスでし

園全体の定員のうち障害児の受入れ人数に上限を設けている（例：園の定員50名の
うち、障害児の受入れは５名まで、園の定員のうち障害児の受入れは10%まで等）
園において受入れる障害種別をあらかじめ限定している（例：糖尿病のこどもの受
入れはおこなわない、医療的ケア児の受入れはおこなわない等）
障害児を受入れる場合、あらかじめ受入れ年齢を限定している（例：医療的ケア児
について、３歳以上しか受入れはおこなわない等）

施設数 割合（％）
対応可能な保育士等の数が不足している
受入れに必要な加配保育士等を配置できていない
受入れに必要な設備が不足している
障害児を受入れて必要なケアを提供する時間を確保することができない
その他
合計 ー
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Q24 園において受入れる障害種別をあらかじめ限定している理由についてご回答ください。
あてはまるものをすべてお選びください。

園において受入れる障害種別をあらかじめ限定している理由については、「障害種別に応
じた専門的なケアが提供できる人員が不足している」が最も多く 80.3％（522 施設）、次い
で「受入れに必要な設備が不足している」が 58.6％（381 施設）、「対応可能な保育士等の
数が不足している」が 50.2％（326 施設）であった。

Q25 障害児を受入れる場合、あらかじめ受入れ年齢を限定している理由についてご回答く
ださい。あてはまるものをすべてお選びください。

「その他」の自由記述
・ 市区町村の決まりがあるため
・ 安全な受入れを実施するため 等

障害児を受入れる場合、あらかじめ受入れ年齢を限定している理由については、「対応可
能な保育士等の数が不足している」が最も多く 55.2％（48 施設）、次いで「受入れに必要
な加配保育士等を配置できていない」が 54.0％（47 施設）、「受入れに必要な設備が不足
している」が 32.2％（28 施設）であった。

施設数 割合（％）
障害種別に応じた専門的なケアが提供できる人員が不足している
対応可能な保育士等の数が不足している
受入れに必要な加配保育士等を配置できていない
受入れに必要な設備が不足している
障害児を受入れて必要なケアを提供する時間を確保することができない
その他
合計 ー

施設数 割合（％）
対応可能な保育士等の数が不足している
受入れに必要な加配保育士等を配置できていない
受入れに必要な設備が不足している
障害児を受入れて必要なケアを提供する時間を確保することができない
その他
合計 ー
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Q26 障害児を受入れる場合、あらかじめ園内において受入場所を特定している理由につい
てご回答ください。あてはまるものをすべてお選びください。

障害児を受入れる場合、あらかじめ園内において受入場所を特定している理由については、
「対応可能な保育士等の数が不足している」が最も多く 62.5％（15 施設）、次いで「受入
れに必要な設備が不足している」が 58.3％（14 施設）、「受入れに必要な加配保育士等を
配置できていない」が 50.0％（12 施設）であった。

Q27 障害児を受入れる場合、あらかじめ保育時間を制限している理由についてご回答くだ
さい。あてはまるものをすべてお選びください。

「その他」の自由記述
・ 開所時間に対して配置人数を確保することが不可能であるため
・ 安全な受入れを実施するため 等

障害児を受入れる場合、あらかじめ保育時間を制限している理由については、「対応可能
な保育士等の数が不足している」、「受入れに必要な加配保育士等を配置できていない」が
最も多く 62.5％（60 施設）、次いで「障害児を受入れて必要なケアを提供する時間を確保
することができない」が 33.3％（32 施設）であった。

施設数 割合（％）
対応可能な保育士等の数が不足している
受入れに必要な加配保育士等を配置できていない
受入れに必要な設備が不足している
その他
合計 ー

施設数 割合（％）
対応可能な保育士等の数が不足している
受入れに必要な加配保育士等を配置できていない
受入れに必要な設備が不足している
障害児を受入れて必要なケアを提供する時間を確保することができない
障害児支援に係る公的機関と連携できる時間帯が限られている
その他
合計 ー
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Q28 Q22 の受入れ方針により障害のあるこどもの入園をお断りした（もしくは辞退された）
ことがあるかご回答ください。

Q22 の受入れ方針により障害のあるこどもの入園をお断りした（もしくは辞退された）こと
があるかについては、「入園をお断りした（もしくは辞退された）ことがある」が 52.1％
（511 施設）、「入園をお断りした（もしくは辞退された）ことはない」が 47.9％（470 施
設）であった。

Q30 本調査研究では、アンケートにご協力いただいた市区町村の中から、障害児保育への
財政支援の実施状況に係るヒアリング（オンラインにより１時間程度、1～2 月頃実施予
定。）をお願いしたいと考えています。ヒアリング結果は、本調査研究の成果としてとりま
とめる事例集に記載させていただく可能性がございます。ご協力頂ける場合は、以下の項目
から一つ選択してください。条件による場合には、具体的な内容をご記載ください。

施設数 割合（％）
入園をお断りした（もしくは辞退された）ことがある
入園をお断りした（もしくは辞退された）ことはない
合計

施設数 割合（％）
協力できる
協力できない
条件による（条件の内容：
合計
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参考値
➢ 定員規模別施設数

Q1_5 回答結果（施設の定員数）について、定員規模別の施設数を集計

➢ 財政支援を受けて加配している保育士等に対する 1年間の財政支援交付額
Q13 回答結果（財政支援を受けて加配している保育士等に対する 1 か月の財政支援交
付額）を 12で乗じて集計

➢ 施設の常勤職員構成
Q2_1 回答結果（常勤職員構成）について、定員規模別の合計数と 1施設あたり平均職
員数を集計

※1施設が職員数を記載していないため、全体と定員規模別の合計に差異がある。

保育定員区分 施設数 定員合計 平均定員
全体
①20人未満
②20人以上～50人未満
③50人以上～70人未満
④70人以上～100人未満
⑤100人以上

施設数 平均（円）

保育士等一人当たり（障害児を受入れる場合、保育士等1人につき〇万円といった財
政支援の場合）

その他

こども一人当たり（障害児を受入れる場合、障害児1人につき〇万円といった財政支
援の場合）

施設数 副園長 主任保育
士

保育士 医療的ケ
アをおこ
なう保育
士

保育教諭 みなし保
育士

保育補助
者

看護師等 医療的ケ
アをおこ
なう保育
士

その他

全体 合計
平均 ー

①20人未満 合計
平均 ー

②20人以上～50人未満 合計
平均 ー

③50人以上～70人未満 合計
平均 ー

④70人以上～100人未満 合計
平均 ー

⑤100人以上 合計
平均 ー
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➢ 定員規模別障害種別受入障害児数
Q5 回答結果（障害種別受入人数）について、定員規模別の延べ受入数と 1 施設あたり
平均受入数を集計

※1施設が職員数を記載していないため、全体と定員規模別の合計に差異がある。

障害種別
人数（延
べ数）

視覚障害 聴覚障害 言語障害 肢体不自
由

知的障害 病弱・虚
弱

発達障害 精神障害
（発達障
害以外）

医療的ケ
ア児

「気にな
る子」

その他

全体 合計
平均 ー

①20人未満 合計
平均 ー

②20人以上～50人未満 合計
平均 ー

③50人以上～70人未満 合計
平均 ー

④70人以上～100人未満 合計
平均 ー

⑤100人以上 合計
平均 ー
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４  クロス集計結果サマリ

回答した市区町村の人口規模ごとに分類し、人口規模に応じた障害児保育に係る取組の違い
を確認した。

人口規模 市区町村数 割合（％）
： 人未満
： 人以上～ 万人未満
： 万人以上～ 万人未満
： 万人以上～ 万人未満
： 万人以上～ 万人未満
： 万人以上～ 万人未満
： 万人以上

全体

➢ 保育士等の加配に対する財政支援事業の実施有無（Q4）
保育士等の加配に対する財政支援事業を実施していない市区町村は、F 及び G で 4.2％
（3 市区町村）、E で 9.8%（12 市区町村）、D で 26.2%（27 市区町村）、C で 28.3%
（53 市区町村）、B で 65.8%（52 市区町村）、A で 87.7%（71 市区町村）と、人口が
少ない市区町村ほど多い傾向にあった。

市区町村数 はい いいえ 市区町村数

全体 数
％
数
％
数
％
数
％
数
％
数
％
数
％
数
％



60

➢ 保育士等の加配の対象として認める障害のあるこどもの範囲（Q10）
「保育所等から配慮が必要であるとされたこども（障害者手帳の有無を問わない、気に
なる子等）」を対象としている市区町村は、G で 38.2％（26 市区町村）、F で 37.7%
（26市区町村）、Eで42.3%（47市区町村）、Dで39.5%（30市区町村）、Cで36.6%
（49市区町村）、Bで 44.4%（12市区町村）、Aで 50.0%（5市区町村）と人口が少な
い市区町村ほど多い傾向にあった。

市区町村数 特別児童扶
養手当の対
象のこども

身体障害者
手帳の交付
を受けたこ
ども

療育手帳の
交付を受け
たこども

精神障害者
保健福祉手
帳の交付を
受けたこど
も

その他 市区町村数

全体 数
％ ー
数
％ ー
数
％ ー
数
％ ー
数
％ ー
数
％ ー
数
％ ー
数
％ ー

保育所等か
ら配慮が必
要であると
されたこど
も（障害者
手帳の有無
を問わな
い、気にな
る子等）

児童発達支
援センター
などで児童
発達支援
（療育）を
受けたこと
のあるこど
も

医師の診断
において、
配慮が必要
であるとさ
れたこども
（診断書や
意見書等に
より確認）
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➢ 保育士等の加配にあたり、どのような検討により加配の可否を判断しているか（Q11）
「こどもの特性や状態に応じて専門職の知見を踏まえて判断している」と回答した市区
町村は、G で 38.2％（26 市区町村）、F で 43.5%（30 市区町村）、E で 44.1%（49 市
区町村）、D で 32.9%（25 市区町村）、C で 42.5％（57 市区町村）、B で 37.0%（10
市区町村）、Aで 40.0%（4市区町村）と、人口規模による大きな差異はなかった。

市区町村数 医師の診断
書や意見書
の有無を確
認すること
により判断
している。

面談の機会
を設ける等
により、こ
どもの状態
を把握する
ことにより
判断してい
る。

こどもの特
性や状態に
応じて専門
職の知見を
踏まえて判
断してい
る。

その他 市区町村数

全体 数
％ ー
数
％ ー
数
％ ー
数
％ ー
数
％ ー
数
％ ー
数
％ ー
数
％ ー

保育所等か
ら配慮が必
要とされた
こどもに対
して、貴市
区町村にお
いて配慮事
項のチェッ
クシート等
を作成して
おり、その
内容を貴市
区町村にお
いて記載し
た上で、加
配の有無を
判断してい
る。

保育所等か
ら配慮が必
要とされた
こどもに対
して、貴市
区町村にお
いて配慮事
項のチェッ
クシート等
を作成して
おり、その
内容を保育
所等に記載
頂いた上
で、加配の
有無を判断
している。

障害者手帳
（身体障害
者手帳、療
育手帳、精
神障害者保
健福祉手
帳）の有無
を確認する
ことにより
判断してい
る。
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➢ 保育所等への保育士等の加配について、財政支援の上限を何人までとしているか（Q12）
「加配保育士等の配置に上限は定めていない」と回答した市区町村は、Gで50.0％（34
市区町村）、Fで42.0％（29市区町村）、Eで50.5%（56市区町村）、Dで55.3%（42
市区町村）、Cで 61.2％（82 市区町村）、Bで 59.3%（16 市区町村）、Aで 60.0%（6
市区町村）と、人口が少ない市区町村ほど多い傾向にあった。

市区町村数 その他 市区町村数

全体 数
％
数
％
数
％
数
％
数
％
数
％
数
％
数
％

加配保育士
等の配置に
上限は定め
ていない

障害児1人
あたり、加
配保育士等
5人まで

障害児1人
あたり、加
配保育士等
4人まで

障害児1人
あたり、加
配保育士等
3人まで

障害児1人
あたり、加
配保育士等
2人まで

障害児1人
あたり、加
配保育士等
1人まで

障害児2人
あたり、加
配保育士等
1人まで

障害児3人
あたり、加
配保育士等
1人まで
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➢ 実施している財政支援について、市区町村内の財政部局と情報共有をおこなう等、連携
して検討をおこなっているか（Q28）
「市区町村内の財政部局と連携して検討していない」と回答した市区町村は、G で
27.9％（19 市区町村）、F で 18.8％（13 市区町村）、E で 42.3%（47 市区町村）、D
で 34.2%（26 市区町村）、Cで 35.8％（48 市区町村）、Bで 33.3%（9市区町村）、A
で 50.0%（5 市区町村）と、人口規模が大きい市区町村に比べて、人口規模の小さい市
区町村では財政部局との連携が進んでいない傾向にあった。

市区町村数 市区町村内の財
政部局と連携し
て検討している

市区町村内の財
政部局と連携し
て検討していな
い

その他 市区町村数

全体 数
％
数
％
数
％
数
％
数
％
数
％
数
％
数
％
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➢ 実施している財政支援について、令和 6年度において令和 5年度と比較して、金額の見
直しがあったか（Q29）
「金額の見直し（増額）があった」と回答した市区町村は、Gで36.8％（25市区町村）、
Fで33.3％（23市区町村）、Eで32.4%（36市区町村）、Dで25.0%（19市区町村）、
C で 21.6％（29 市区町村）、B で 18.5%（5 市区町村）、A で 20.0（2 市区町村）%で
あり、人口規模の大きい市区町村において増額見直しが実施されている傾向にあった。

市区町村数 金額の見直し
（増額）があっ
た

金額の見直し
（減額）があっ
た

金額の見直しは
なかった

市区町村数

全体 数
％
数
％
数
％
数
％
数
％
数
％
数
％
数
％
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➢ 令和 6 年度において保育所における障害児への加配保育士等の財政支援について増額も
しくは減額の検討があったか（Q30）
「保育所管部署から財政所管部署へ障害児保育の加配保育士等の財政支援の増額の打診
をおこなった」と回答した市区町村は、G で 45.6％（31 市区町村）、F で 43.5％（30
市区町村）、Eで27.0%（30市区町村）、Dで26.3%（20市区町村）、Cで17.2％（23
市区町村）、Bで 18.5%（5市区町村）、Aで 0.0%（0市区町村）であった。

市区町村数 財政所管部
署から保育
所管部署へ
障害児保育
のための加
配保育士等
の財政支援
の増額の打
診があった

財政所管部
署から保育
所管部署へ
障害児保育
の加配保育
士等の財政
支援の減額
の打診が
あった

保育所管部
署から財政
所管部署へ
障害児保育
の加配保育
士等の財政
支援の増額
の打診をお
こなった

保育所管部
署から財政
所管部署へ
障害児保育
の加配保育
士等の財政
支援の減額
の打診をお
こなった

検討はな
かった

その他 市区町村数

全体 数
％
数
％
数
％
数
％
数
％
数
％
数
％
数
％



66

➢ 貴市区町村の保育所等への障害児の受入れについて、特定の方針（受入れ人数の上限や
受入れ保育所等の限定）はあるか（Q33）
「障害児の受入れについてあらかじめ定めている方針はない（こども一人一人の特

性・状態に応じて方針を検討している）」と回答した市区町村は、G で 32.4％（23 市
区町村）、F で 51.4％（37 市区町村）、E で 74.8%（92 市区町村）、D で 82.5%（85
市区町村）、C で 89.8％（168 市区町村）、B で 88.6%（70 市区町村）、A で 86.4%
（70 市区町村）であり、人口規模の大きい市区町村で受入れ人数の上限や受入れ保育
所等の限定等の方針を定めていない傾向にあった。
G において定められている方針として、「障害児や医療的ケア児を受入れる場合、受

入れ保育所等を限定している（例：障害児は特定の園のみ受入れ可能としている、医療
的ケア児は特定の園のみでしか受入れをおこなわない等）」が最も多く46.5%（33市区
町村）、次いで「障害児や医療的ケア児を受入れる場合、あらかじめ保育時間を限定し
ている（例：健常児は 11 時間まで保育可能であるところ、障害児は 8 時間と上限を設
けている等）」が 31.0％（22 市区町村）であった。

貴市区町村
において、
障害種別や
医療的ケア
の有無をあ
らかじめ限
定している
（例：糖尿
病のこども
の受入れは
おこなわな
い、医療的
ケア児の受
入れはおこ
なわない
等）

貴市区町村
において、
障害児や医
療的ケア児
を受入れる
場合、あら
かじめ受入
れ年齢を限
定している
（例：医療
的ケア児に
ついて、3歳
以上しか受
入れはおこ
なわない
等）

貴市区町村
において、
障害児の受
入れについ
てあらかじ
め定めてい
る方針はな
い（こども
一人一人の
特性・状態
に応じて方
針を検討し
ている）

その他

全体 数
％ ー
数
％ ー
数
％ ー
数
％ ー
数
％ ー
数
％ ー
数
％ ー
数
％ ー

市区町村数貴市区町村
において、
保育所等の
定員のうち
障害児や医
療的ケア児
の受入れ人
数に上限を
設けている
（例：園の
定員50名の
うち、障害
児の受入れ
は5名まで、
園の定員の
うち障害児
の受入れは
10%まで
等）

貴市区町村
において、
障害児や医
療的ケア児
を受入れる
場合、受入
れ保育所等
を限定して
いる（例：
障害児は特
定の園のみ
受入れ可能
としてい
る、医療的
ケア児は特
定の園のみ
でしか受入
れをおこな
わない等）

貴市区町村
において、
障害児や医
療的ケア児
を受入れる
場合、あら
かじめ保育
時間を限定
している
（例：健常
児は11時間
まで保育可
能であると
ころ、障害
児は8時間と
上限を設け
ている等）

市区町村数
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➢ 障害児の受け入れにあたっての課題（Q45）
・ 「障害児を受け入れ可能な設備を有する保育所等が少ない」と回答した市区町村は、

Gで 15.5％（11 市区町村）、Fで 19.4％（14 市区町村）、Eで 22.8%（28 市区町
村）、D で 20.4%（21 市区町村）、C で 20.3％（38 市区町村）、B で 32.9%（26
市区町村）、Aで 29.6%（24 市区町村）であった。

・ 「障害児の受け入れについて設備整備をおこなう財政的な余裕がない」と回答した
市区町村は、Gで 11.3％（8市区町村）、Fで 20.8％（15 市区町村）、Eで 20.3%
（25 市区町村）、Dで 17.5%（18 市区町村）、Cで 25.1％（47 市区町村）、Bで
20.3%（16市区町村）、Aで 35.8%（29市区町村）であった。

・ 「障害児を受け入れ可能な人員を有する保育所等が少ない」と回答した市区町村は、
Gで 56.3％（40 市区町村）、Fで 61.1％（44 市区町村）、Eで 71.5%（88 市区町
村）、Dで 63.1%（65市区町村）、Cで 61.5％（115市区町村）、Bで69.6%（55
市区町村）、Aで 59.3%（48市区町村）であり、すべての人口区分において最も多
い割合の回答であった。

・ 「障害児の受け入れについて保育士等の加配をおこなう財政的な余裕がない」と回
答した市区町村は、G で 28.2％（20 市区町村）、F で 31.9％（23 市区町村）、E
で 35.0%（43 市区町村）、D で 37.9%（39 市区町村）、C で 24.1％（45 市区町
村）、Bで 17.7%（14市区町村）、Aで 22.2%（18 市区町村）であった。

・ 「保育所等に入所決定後、保育所等から受け入れが困難であると相談されることが
ある」と回答した市区町村は、G で 39.4％（28 市区町村）、F で 37.5％（27 市区
町村）、Eで40.7%（50市区町村）、Dで20.4%（21市区町村）、Cで11.2％（21
市区町村）、Bで12.7%（10市区町村）、Aで1.2%（1市区町村）であり、人口規
模の大きい市区町村において割合が少ない傾向にあった。

・ 「民間施設の負担を考慮し、公立公営施設の受け入れが多くなっている」と回答し
た市区町村は、G で 46.5％（33 市区町村）、F で 52.8％（38 市区町村）、E で
38.2%（47市区町村）、Dで31.1%（32市区町村）、Cで18.7％（35市区町村）、
Bで 2.5%（2市区町村）、Aで 2.5%（2市区町村）であり、人口規模の大きい市区
町村において割合が多い傾向にあった。
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障害児を受
け入れ可能
な設備を有
する保育所
等が少ない

障害児の受
け入れにつ
いて設備整
備をおこな
う財政的な
余裕がない

障害児を受
け入れ可能
な人員を有
する保育所
等が少ない

障害児の受
け入れにつ
いて保育士
等の加配を
おこなう財
政的な余裕
がない

保育所等に
入所決定
後、保育所
等から受け
入れが困難
であると相
談されるこ
とがある

民間施設の
負担を考慮
し、公立公
営施設の受
け入れが多
くなってい
る

その他

全体 数
％ ー
数
％ ー
数
％ ー
数
％ ー
数
％ ー
数
％ ー
数
％ ー
数
％ ー

市区町村数市区町村数
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第４章 ヒアリング調査

１  調査概要

ア  調査目的
各市区町村管内保育所における障害児受入れに係る財政支援事業の整備状況、障害児保育

の受入れ方針とその背景、受入れに係る現状、今後取組を推進する上での課題や課題への対
応策等について把握する。また、財政支援事業の取組ポイントを抽出し、事例集を作成する。

イ  ヒアリング対象選定の考え方
次の①～③の考えに基づき、アンケート調査に回答した市区町村から選定をした。

① 財政支援の対象範囲が広い市区町村
対象範囲が広い（対象とする障害種別が多い、支給要件とする）ことが、地域の実情に
応じて柔軟に制度構築ができているという仮定で選定（対応設問：市区町村票 Q12、
Q22）

② 財政支援の支給水準の高い市区町村
財政支援の支給水準が高いことが、地域の実情に応じて制度構築ができているという仮
定で選定（対応設問：市区町村票Q16、Q17）

③ 障害児の入所にあたっての制限を過去 5 年で撤廃した市区町村（対応設問：市区町村
票：Q39）

ヒアリング協力市区町村
区分 市区町村

① 財政支援の対象範囲を柔軟に設定している市区町村 秋田県能代市
沖縄県糸満市

② 財政支援の支給水準の高い市区町村 大阪府門真市
三重県尾鷲市

③ 障害児の入所にあたっての制限を過去 年で撤廃した市区町村 埼玉県志木市

２  調査時期

令和 7年 3月

３  調査手法

調査対象市区町村に事前にヒアリング調査項目を送付し、Web会議形式を利用した。
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第５章 事例集の作成

１  事例集の目的

障害児保育の体制整備に係る費用が地方交付税措置されていることを踏まえて、地域の実
情に応じた財政支援事業を整備している市区町村の事例を紹介することで、他の市区町村が
地域の実情に応じた財政支援事業を整備する際の検討の一助とする。

２  事例集の記載項目

基本的な事例集の記載項目は以下のとおりとしているが、各事例により記載する項目を調
整している。

① 基礎情報
 市区町村規模
◼ 管内人口
◼ 障害児保育の財政支援に係る年間支出額（アンケート結果より抽出）
 地域資源の状況
◼ 保育に係る地域資源の状況

➢ 保育所数
➢ 地域子育て支援拠点数

◼ 障害児福祉に係る地域資源の状況
➢ 児童発達支援事業所数
➢ 児童発達支援センター数

② 障害児保育の財政支援事業の概要
 事業目標及び方針
◼ 市区町村計画における障害児保育の位置づけ

➢ 保育施策・障害児福祉施策に関する基盤整備の方針
➢ 障害児保育施策全体の目標
➢ 財政支援事業で設定している事業目標と障害児保育全体の事業目標との関

連
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 事業内容
◼ 財政支援の設定単価と支援件数の推移
◼ 保育士等の加配対象として認める障害児の範囲

➢ 障害児受入れのために加配している保育士等の人数に応じて財政支援を実
施するパターン、受入れ障害児の人数に応じて財政支援を実施するパター
ン、保育士等の加配かつ規定された人数の障害児を受入れている場合に財
政支援を実施するパターン

➢ 障害児の特性・状態に応じた支援内容の変更（障害種別や障害の程度によ
って加配人数や財政支援額を変更しているか）

➢ 現状の事業内容に至った背景・理由
 財政支援の審査体制・申請プロセス等

◼ 審査の体制（会議体設置有無、会議体開催頻度、審査員等）
◼ 審査基準（判断の基準、必要書類等）
◼ 申請から支給のプロセス（申請時期、申請方法、支給決定までの標準期間

等）
 予算編成の考え方
◼ 予算編成における財政主管課との調整状況
◼ 予算確保に係る工夫（障害児福祉主管課との連携、事業評価、根拠となる参考

資料の整備状況等）
 事業整備における工夫
◼ 管内保育所等との連携（管内保育所・保護者等のニーズ把握状況、管内保育所

等ニーズの事業への反映状況）
◼ 近隣市区町村との調整（転居・転園時の対応、市区町村間での事業のすり合わ

せ）
◼ 関連制度との調整（児童発達支援事業所等へ併行通園するこどもの調整等）

 事業の改善状況
◼ 近年の事業改善の状況と理由（管内人口構成の変化や人件費の傾向等の改善理

由等）
◼ 近年の事業改善の内容（財政支援金額改定の有無、財政支援対象変更の有無等）
◼ 財政支援金額改定時の考え方（金額改定における算定根拠、金額改定時の管内

保育所等への周知等対応状況、交付税単価の改定時を受けた財政支援金額単価
への反映等）
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③ 障害児保育の財政支援による成果
 市区町村としての自己評価
◼ 事業の成果をどのように評価しているか
◼ 管内保育所・保護者ニーズの充足度

➢ 現在の事業で管内保育所のニーズをどの程度充足できていると考えている
か

➢ 保育所・保護者からのフィードバック状況
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第６章 まとめ・考察

本調査研究では、保育所における障害児の受入れについて地方交付税を用いた保育士の加
配状況及び市区町村における障害児の受入れ方針を中心とした、障害児保育の実態把握を行
い、好事例集をまとめることで、保育現場での障害児保育のより一層の推進に資するまたは
改善策を検討する基礎資料とすることを目的に実施した。
初めに基礎調査を実施し、障害児保育にかかわる背景や課題、及び現状について整理し、

その後、市区町村及び全国の保育所等を対象に障害児保育に関するアンケート調査を実施し
た（市区町村向けのアンケート回収率：41.1％（716 市区町村）、全国の保育所等のアンケ
ート回収率 30.2％（6,906 施設））。市区町村向けのアンケート調査結果からヒアリング対
象の市区町村を５つ選定した。ヒアリング調査は、地域の実情に応じた財政支援事業を整備
している市区町村の事例集作成を目途に実施した。
なお、検討委員会を通じて有識者の意見聴取をしながら進めた。

ア  アンケート調査結果より（市区町村・保育所等）
◼ 保育所等向けアンケート結果より
加配保育士配置の利点について、81.9%（3,303 施設）の保育所が「障害のあるこどもの

障害特性や状態に応じた保育をおこなうことができるようになった」と考えているほか、
69.6%（2,804 施設）の保育所等が「障害のあるこどもとないこどものこども同士の関わり
について配慮した保育をおこなうことができるようになった」と考えている。
他方で 60.3%（3,064 施設）の保育所等が「加配保育士数が十分でない」と回答している。

また、市区町村の財政支援を受けずに加配保育士を配置している場合の理由として、26.4%
（305 施設）の保育所等が「市区町村において、障害児のための加配保育士等についての財
政支援がないため」と回答しており、23.2%（268 件）の保育所等が「市区町村により加配
の必要性が認められないため」と回答している。
◼ 市区町村向けアンケート結果より
保育所等における障害児の受入れに対する財政支援については、30.9%（221 市区町村）

の市区町村において加配保育士に対する財政支援事業を実施していないことが示された（管
内に公立保育所等のみの市区町村を除くと 19.5%（118 市区町村）である）。加配保育士に
対する財政支援事業を実施していない理由として、「管内保育所等において障害児のための
保育士等の加配を必要としていないため」と考える市区町村が33.9%（75市区町村）であっ
た。
市区町村において障害児保育への取組の一層の推進をするにあたり、これらの市区町村と

保育所等との相違を埋めることが期待される。本調査研究で実施したアンケート調査、ヒア
リング調査及び有識者の意見聴取を踏まえて、保育所等における障害児の受入れに対する財
政支援事業も含めた、地域の実情に応じた障害児保育に取組む際に大切と考えられる事項に
ついて以下のとおり整理した。
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イ  障害児保育の財政支援事業の前提となる基盤整備
◼ 市区町村計画における障害児保育施策の位置づけ
➢ 総合計画に障害児保育施策を記載し、当該市区町村の重要施策の一つとして位置付

けることが求められる。ヒアリング調査では、「就学前の教育及び保育の充実」の
一つの施策として障害児保育の推進を明記している例があり、市区町村として重視
する子育て支援施策の一つとして、障害児保育を位置付ける例が挙げられた。

➢ 総合計画に加えて、子ども・子育て支援計画等の各事業計画において、障害児保育
施策を記載し、どのような文脈で障害児保育施策に取り組むのか、その方向性を明
示することが重要である。ヒアリング調査では、子ども・子育て支援事業計画にお
いて、子育て家庭への支援体制充実で「特別な支援が必要なこどもへの総合的支援」
を記載し、その中で「こども一人ひとりの発達過程や障がいの状態を把握し、適切
な環境の下でこどもの状況にあわせた保育を行うこと、加配保育士を配置するなど
支援体制の充実を図ること」と明記することで、障害児保育施策を総合的に推進す
ることと、その一つとして加配保育士の配置に取り組んでいる事例があった。

◼ 市区町村の体制整備の重要性
➢ 市区町村の多職種が連携できる体制や、こどもの発達等に悩みを抱える保護者・家

族への相談支援体制を構築することが求められる。ヒアリング調査では、庁内の保
健師、保育士、社会福祉士等が連携するチームを構築し、保育所への訪問や保護者
への相談支援、加配保育士に係る財政支援事業の審査等、障害児保育施策の中心的
役割を担う例が挙げられた。

➢ 保育士等の人材確保が重要である。ヒアリング調査では、複数の市区町村より、加
配保育士を配置したくとも、そもそも保育士が不足しているという声が挙げられた。
また、保育所向けアンケート調査においても加配保育士配置にあたっての課題とし
て 79.3%（4,029 施設）の保育所等が「保育士等の人材確保が困難である」と回答
しており、保育所等における障害児の受入れ体制整備にあたっては、財政支援事業
だけでなく保育士確保が課題であることがわかる。

◼ 地域ニーズの把握
➢ 障害児保育施策全体及び財政支援事業について、地域において有用な取り組みとし

ていくためには、定期的に保育所等の実情を把握できる体制を構築することが重要
である。

➢ 市区町村向けアンケートにおいて、加配保育士に対する財政支援事業を実施してい
ない市区町村のうち 33.9%（75 市区町村）がその理由として、「管内保育所等にお
いて障害児のための保育士等の加配を必要としていないため」と考えている一方で、
保育所等向けアンケートにおいて、60.3%（3,064施設）の保育所等が「加配保育士
数が十分でない」と回答しているほか、市区町村の財政支援を受けずに加配保育士
を配置している場合の理由として、26.4%（305 施設）の保育所等が「市区町村に
おいて、障害児のための加配保育士等についての財政支援がないため」と回答して
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いることを踏まえると、市区町村において地域のニーズを的確に把握する体制の構
築が期待される。ヒアリング調査では、庁内の多職種連携チームが定期的に保育所
等を訪問し「気になる子」等の状況を観察し把握したこどもの情報を保育所等にフ
ィードバックする取組が挙げられた。また、児童発達支援センター職員や巡回相談
支援での保育所等訪問といった障害児に対する支援を実施する事業の中で、定期的
に保育所等を訪問しニーズを把握する取組のほか、保育所等の園長会議に市区町村
から出席する取組も挙げられた。市区町村においては、必要な情報を適切に把握す
るために保育所に訪問する、また定期的な機会を設けることが重要であると考えら
れる。

➢ 保育所等に加えて、保護者のニーズを把握することも求められる。ヒアリング調査
では、保健センターで療育教室を開催して保護者の相談を受けられる体制を構築す
ること、多職種連携チームが保育所等を訪問して保護者と面談する取組が挙げられ
た。そのほか、巡回相談支援や保育所等の利用申請といった機会において保護者と
協議し、ニーズを把握する取組が挙げられた。

➢ 把握した地域ニーズについては、地域における関係者会議を設けて定期的に保育所
等の意見を聴取する等、実施する事業において充足できているかどうか検証するこ
とが必要である。ヒアリング調査では、障害児保育施策・財政支援事業を各計画に
位置付けていることを踏まえて、自立支援協議会等において評価する取組が挙げら
れた。

ウ  財政支援事業の制度構築・運用における工夫
◼ 財政支援事業における予算確保の考え方
➢ 障害児保育の財政支援事業については、地方交付税によって一般財源として措置さ

れているが、限られた財源の中で地域ニーズを踏まえた制度を構築するためには、
市区町村内の保育主管課において予算確保の工夫が求められる。その前提として、
ヒアリング調査の結果では、いずれの市区町村においても総合計画や子ども・子育
て支援事業計画に具体的な障害児保育施策が明確に位置づいていた。

➢ 予算確保の際には、根拠となる資料が求められる。
アンケート調査及びヒアリング調査では、市区町村において以下のデータを理由に
予算確保を図っていることがわかった。
・ 保育士等の人件費の動向
・ 保育所等からの財政支援単価の増額要望
・ 財政支援対象となり得る障害児数の動向
・ 公定価格（例えば、障害児保育に係る加算額）の金額・改定状況
・ 近隣市区町村の金額・改定状況
・ 独自調査した先進市区町村の金額・改定状況
・ 地方交付税において障害児保育に必要として措置されている金額
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◼ 地域ニーズを踏まえた柔軟な制度構築
➢ 障害児保育の財政支援は、地方交付税による一般財源として予算確保がされている

ことから、把握した地域ニーズに応じて各市区町村において独自に柔軟な制度構築
が可能である。

➢ ヒアリング調査では、財政支援事業の対象とする障害児の判定として各種障害者手
帳等の他の制度の認定を確認できるこどもだけでなく、「保育所等において配慮が
必要とされたこども」を対象にすることや、保育所等が保育実践の中で感じる必要
性を考慮し加配人数比を判定する事例が挙げられた。

➢ これらの取組は、市区町村職員が、定期的に保育所等を訪問してこども一人ひとり
の特性や状況を把握していること、また保育所等の園長も参加して加配の認定を行
う会議や、地域の小児科医が構成員として専門的観点から個別の判断を行う取組が
挙げられた。

➢ なお、保育所等の実情に見合うこれらの判断においては、昨今の電子化手続き（書
類上）での実施は難しく、市区町村職員が保育所等へ出向き、実情や要望を理解し
たうえで、一人ひとりの障害児の特性にあった柔軟な判定をすることの重要性につ
いても意見があった。



１ 障害児保育の財政支援および受入れ方策等に関するアンケート調査票【市区町村
向け調査】

２ 障害児保育の財政支援および受入れ方策等に関するアンケート調査票【保育所等
向け調査】

３ 障害児保育の財政支援および受入れ方策等に関するアンケート調査【市区町村向
け調査】単純集計結果

４ 障害児保育の財政支援および受入れ方策等に関するアンケート調査【保育所等向
け調査】単純集計結果

５ 障害児保育の財政支援および受入れ方策等に関するアンケート調査【市区町村向
け調査】クロス集計結果

６ 障害児保育の財政支援および受入れ方策等に関するヒアリング調査シート
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障害児保育の財政支援および受入れ方策等に関するヒアリング調査シート

１ 貴自治体の基礎情報について御教示ください

 自治体規模等
人口（令和 6年 1月 1日時点）
6歳未満人口（令和 6年 1月 1日時点）
待機児童数（令和 6年 4月 1日時点）
障害児保育の財政支援に係る年間支出額※
※ アンケートより転記

 地域資源の状況
◼ 保育に係る地域資源の状況
保育所数
認定こども園数
（2号認定・3号認定を有する園）
地域子育て支援拠点数

◼ 障害児福祉に係る地域資源の状況
児童発達支援事業所数
児童発達支援センター数

2 貴自治体の財政支援事業の概要について御教示ください

 事業目標及び方針
◼ 自治体計画における障害児保育の位置づけ

➢ 保育施策・障害児福祉施策に関する基盤整備の方針
➢ 障害児保育施策全体の目標
➢ 財政支援事業で設定している事業目標と障害児保育全体の事業目標との関連

 事業内容
◼ 財政支援の設定単価と支援件数の推移
◼ 保育士等の加配対象として認める障害児の範囲

➢ 障害児受入れのために加配している保育士等の人数に応じた財政支援
受入れ障害児の人数に応じた財政支援
保育士等の加配かつ規定された人数の障害児を受入れている場合に財政支援

➢ 障害のあるこどもの特性・状態に応じた支援内容の変更（障害種別や障害の
程度によって加配人数や財政支援額を変更しているか）

➢ 現状の事業内容に至った背景・理由

1



 財政支援の審査体制・申請プロセス等
◼ 審査の体制（会議体設置有無、会議体開催頻度、審査員等）
◼ 審査基準（判断の基準、必要書類等）
◼ 申請から支給のプロセス（申請時期、申請方法、支給決定までの標準期間等）

 予算編成の考え方
◼ 予算編成における財政主管課との調整状況
◼ 予算確保に係る工夫（障害児福祉主管課との連携、事業評価、根拠となる参考資

料の整備状況等）
 事業整備における工夫
◼ 管内保育所等との連携（管内保育所・保護者等のニーズ把握状況、管内保育所等

ニーズの事業への反映状況）
◼ 近隣市区町村との調整（転居・転園時の対応、市区町村間での事業のすり合わせ）
◼ 関連制度との調整（児童発達支援事業所等へ併行通園するこどもの調整等）

 事業の改善状況
◼ 近年の事業改善の状況と理由（管内人口構成変化や人件費傾向等の改善理由等）
◼ 近年の事業改善の内容（財政支援金額改定の有無、財政支援対象変更の有無等）
◼ 財政支援金額改定時の考え方（金額改定における算定根拠、金額改定時の管内保

育所等への周知等対応状況、交付税単価の改定時を受けた財政支援金額単価への
反映等）

３ 障害児保育の財政支援による成果について御教示ください
 自治体としての自己評価
◼ 事業の成果をどのように評価しているか
◼ 管内保育所・保護者ニーズの充足度

➢ 現在の事業で管内保育所のニーズをどの程度充足できていると考えているか
➢ 保育所・保護者からのフィードバック状況

2
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